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ビジネス・レーバー・トレンド研究会報告概要について 

 

 この小冊子は、独立行政法人 労働政策研究・研修機構のビジネス・レーバー・モニター

に登録する企業・事業主団体および単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象

に実施している「ビジネス・レーバー・トレンド研究会」（略称：トレンド研究会）での報告

を収録。速記録に基づいた報告概要や、参加者全員によるフリートーキングの概要、配布資

料（レジュメ等）、付属資料（事務局作成）で構成する。 

 

「トレンド研究会」は 2004 年 7 月より実施。開催趣旨は以下のとおり。 

 

１．趣旨と目的 

 近年の労使関係や雇用・労働情勢の変化に対して、企業や労働組合がどのような問題に直

面し、どう対応しているかを把握することは、好事例などの情報を普及・共有するうえでも

必須となっている。このため、ビジネス・レーバー・モニターに登録している企業・事業主

団体、及び単組・産別労組に所属する労使関係の実務担当者を対象に、最近の労使関係・雇

用問題の変容とそれに伴う労働法制の変化を踏まえたテーマを設定した「ビジネス・レーバ

ー・トレンド研究会」（通称：トレンド研究会）を開催。当機構の研究成果や最新の研究動向

をモニターにフィードバックすることで、同一の課題に直面する人事労務等担当者間での情

報交換を促進することを目的とする。ビジネス・レーバー・モニターはさまざまな業種にわ

たることから、異業種交流やネットワークづくりの場としても活用する。 

 

２．研究会の運営方法 

使用者側、労働者側に適したテーマを設定し、当該テーマに精通した研究者・実務家が講

師として報告（50 分から 1 時間程度）。報告内容を素材に、参加者からも課題を提示してい

ただくことで自由討議を行う。 

 

３．参加対象：企業、事業主団体、単組、産別労組のモニター 

 

 

４．結果報告：研究会の成果は、基調報告を中心とした研究会の開催内容を報告概要に盛り

込み、適宜、モニター等に情報提供する。 



 

 

報告者プロフィール 

 

 

奥山 晃正（おくやま・てるまさ） 厚生労働省労働基準局監督課法規係長 

平成 18 年、厚生労働省入省。社会・援護局福祉基盤課、職業安定局外国人雇用対策課――

などを経て、現職。 
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Ⅰ．報告 

 

 

改正労働基準法について 

――平成 20 年改正労基法及び省令・告示・施行通達の解説―― 

 

１．はじめに 

平成 20 年 12 月 5 日、長時間労働の抑制と生活時間の確保に向けた労働基準法の改正案が

成立しました（平成 22 年 4 月１日施行）。改正法の中身を俯瞰しますと、時間外労働（第 36 条

関係）に関し、「時間外労働の限度に関する基準」に新たに割増賃金率に係る事項を加えることとし

ており、同基準告示を改正することで、1 ヶ月 45 時間等の限度時間を超える時間外労働部分につ

いて、労使で時間短縮や割増賃金率の引き上げに取り組む努力義務が盛り込まれています。また、

時間外労働（第 37 条関係）に関しては、現行一律 25％以上となっている時間外労働の割増賃金

率について、60 時間を超える部分については 50％以上に引き上げることを義務づけています。た

だし、50％以上の引き上げ対象となる月 60 時間超の時間外労働部分については、割増賃金の支

払いの代わりに有給の休暇付与も可能です（なお、本条の適用は中小企業については当面適用さ

れず、施行から 3 年後改めて検討する予定）。その他、年次有給休暇の取得を促すために、労使

協定を結べば、５日以内の有休分を時間単位でも取得できるよう改正もなされました。 

改正労基法は、平成 20 年 12 月 12 日に公布され、平成 21 年 3 月に改正法に伴う改正省

令・告示の労働政策審議会への諮問・答申が行われました。改正労基法の内容について、労

働政策審議会で公・労・使を交えて議論がなされた後、最終的に 5 月 29 日付で改正労働基

準法施行規則及び省令、限度基準告示の一部を改正する告示、さらに改正法の運用面等の詳

細を定めた施行通達が発出されています（本報告書 57 頁（付属資料）参照）。 

そこで、以下では、改正の背景、現行法制の概要を説明したうえで、具体的な改正内容、

省令・告示・施行通達等について解説することとします。 

 

２．改正の背景 

 今回の法律改正は、長時間労働を抑制して、労働者の健康確保、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）を確保することを目的として行われました。長時間労働の実態とし

てまず、「労働者一人平均年間総実労働時間の推移」を見てみましょう（図表 1）。 

総実労働時間をみると、昭和 35 年時点で 2,432 時間という長時間労働であったものが、

徐々に下降傾向をたどり、特に昭和 63 年あたり（ちょうど週 48 時間労働制から週 40 時間

労働制への段階的な移行が行われた時期）から平成 5 年あたりにかけて下がってきていま

す。その後、年間総実労働時間 1,800 時間の目標が定められたこともあり、順調に低下傾

向にあったものが、最近では横ばい状態となり、現在、平成 20 年のデータをみると、総実
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労働時間数 1,836 時間となっています。 

図表１：労働者一人平均年間総実労働時間の推移 
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このように全体的な労働者一人平均年間総実労働時間が 1,800 時間程度という状況にあ

るわけですが、その中でも特に長い時間外労働を行っている労働者、すなわち週 60 時間以

上就業する雇用者数及びその割合は 10％程度で平成 5 年からずっと横ばい状態で推移して

いるのです（図表 2 参照）。 

週 60 時間の時間外労働とはどういう意味でしょうか。これは、1 週間の法定労働時間を

40 時間とすると、それを超えて 20 時間の時間外労働をしている者となります。週 20 時間

の残業ということは、月でいうと 87 時間程度の時間外労働をしていることになります。よ

り具体的に言えば、週 60 時間の労働で、勤務日数が週 5 日制だとすると、1 日 12 時間労

働ということでしょうか。これは、朝 8 時から働き出して、休憩時間を１時間、間に挟ん

で、夜中の 9 時まで働くというイメージです。ですから、帰宅時間はおそらく 10 時、ある

いは 11 時過ぎでしょう。週 60 時間ですから、これを年換算すると（1 年 52 週として）、

年 3,000 時間以上もの時間外労働をしていることになるのです。先ほど、年間総実労働時

間 1,800 時間と言いましたが、実際には、これをはるかに上回る長時間労働者がかなりの

割合で存在しているのです。 

さらに、図表 3 をみると、週 60 時間以上働く 30 代男性、ちょうど子どもが生まれ子育

てを行っているような世代に着目すると、この割合はぐっと増えて、子育て世代の男性の 5

分の 1 程度がこのような長時間労働を行っているのです。 
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図表２：週 60 時間以上就業する雇用者数および割合の推移 
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（資料出所）総務省「労働力調査」 

 

図表３：週 60 時間以上働く 30 歳代男性（子育て世代）の割合 
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（資料出所）総務省「労働力調査」 
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子育て世代で週 60 時間以上の残業をしている層についても、平成 5 年頃から横ばいの状

態にあります。特に 30 代男性が夜中の 10 時、11 時まで働く生活を続けると、労働者本人

の健康上の問題が生じるのはもちろんのことですが、帰宅しても子供がすでに寝ていたり、

家族と過ごす時間がなかなか持てない等――子育てがしにくい環境にあると言えます。この

ような状況下では、子供を産むのを控えようと考える層が出てきてもおかしくはなく、少子

化の観点からも問題がある働き方ではないかとの議論が起こりました。このような長時間労

働を行う労働者にスポットを当てて、これらの働き方を何とか改善しようというのが、今回

の改正の大きな目的でした。 

実は、当初、国会に提出された政府案は、月 80 時間超の時間外労働について法定割増賃

金率を 5 割以上にするという内容でした。つまり、「週 60 時間」とは、先述のとおり、

「月 87 時間」の残業に相当するわけですから、まさにこれらの層への対策ということで、

月 80 時間以上労働する人には 5 割以上の割増賃金をかけて、そういう事業者に対する経済

的負担によって、長時間労働を抑制していくという手法をとろうと考えたわけです。後に、

国会で、80 時間という時間外労働はほとんど過労死基準にも近いなどの議論が行われた結

果、最終的に法案が成立したときには、「月 60 時間」を超える時間外労働から 5 割以上と

する法律内容に修正がなされて、改正法は成立に至りました。これが今回の改正の、いわゆ

る長時間労働の抑制という面での背景です。 

なお、改正法のもう一つの大きなポイントとして、時間単位年休の取得があります。こ

の時間単位年休の改正についても同様のことが当てはまります。図表 4 によれば、年次有

給休暇（年休）の取得率がなかなか上がらず、むしろ下がってきており、昨今では 50％を

下回る状況で推移しているのです。取得日数を見ても、付与日数のうち半分も消化できてい

ません。 

そもそも、年休は労働者の健康回復やリフレッシュという意味がありますので、日単位

でとることが原則なのですが、もしこれが時間単位でとれることとなったら、もっと取得率

は高まるだろうとの声がありました。時間単位で細切れにとることで、気兼ねもせずにとる

ことができて、取得日数も上がるという議論です。これにより、今回、時間単位年休を導入

することになりました。年休の取得率が向上し、ワーク・ライフ・バランスが達成されるこ

とを期して、時間単位年休の取得について改正を行ったのです。 
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図表４：労働者 1 人平均年次有給休暇の推移 
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３．現行法制の概要 

改正法の内容を解説するまえに、現行の労働基準法制について説明したいと思います

（図表 5 参照）。労働基準法では、「法定労働時間」ということで「使用者は、1 週間に、

40 時間を超えて労働させてはならない」となっております。また、1 日については「8 時間

を超えて労働させてはならない」となっています。また、「法定休日」ということで「使用

者は、毎週少なくとも 1 回（又は 4 週間に 4 日以上）の休日を与えなければならない」と

なっており、法定休日として 1 週間に 1 日、4 週間に 4 日のいずれかを、必ず与えなければ

ならないとしています。 

ただし、例外的な場合として「時間外及び休日労働」をさせることができ、「使用者は、

過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、時間

外又は休日に労働させることができる」となっています（いわゆる 36 協定）。ただし、時

間外労働は、限度なく延長できるというわけではなく、厚生労働大臣は時間外労働の限度に

ついて基準を定めることができます（いわゆる「限度基準告示」）。36 協定の内容は「限

度基準告示に適合したものとなるようにしなければならない」と規定されており、労働基準

監督署は必要な助言、指導を行うことができることになっているのです。 

さらに、時間外労働を行わせた場合には、使用者は「通常の賃金の 2 割 5 分以上の割増

賃金を支払わなければならない」と現行法上なっています。また、深夜労働（午後 10 時か

ら午前 5 時まで）については、「2 割 5 分以上の割増賃金を支払わなければならない」とな

年

日 
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っています。また、「休日に労働させた場合は、通常の賃金の 3 割 5 分以上の割増賃金を

支払わなければならない」となっています（休日とは法定休日のこと）。 

 

図表５：労働時間法制の概要

・ 使用者は、毎週少なくとも１回（又は４週間に４日以上）の休日を与えなければならない。

・ 使用者は、１週間に、４０時間を超えて労働させてはならない。
・ 使用者は、１日に、８時間を超えて労働させてはならない。

法定労働時間（法第３２条）

法定休日（法第３５条）

・ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出
た場合は、時間外又は休日に労働させることができる。
・ 厚生労働大臣は、時間外労働の限度について、基準（※次のスライド参照）を定めること
ができる。
・ 労使協定の内容は、限度基準告示に適合したものとなるようにしなければならない。
・ 労働基準監督署は、限度基準告示に関し、必要な助言及び指導を行うことができる。

・ 使用者は、時間外又は深夜（午後１０時から午前５時まで）に労働させた場合は、通常の賃
金の２割５分以上の割増賃金を支払わなければならない。
・ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の３割５分以上の割増賃金を支払わなけ
ればならない。

時間外及び休日労働（法第３６条）

時間外、休日及び深夜の割増賃金（法第３７条）

 

 

「限度基準告示」は、本改正の大きなポイントとなっています。まず、現行の「限度基

準告示」の内容について説明しますと、いわゆる「36 協定」を締結すると、時間外労働が

可能となりますが、いつまでも延長できるわけではありません。本来、時間外労働は臨時的

なものであり、最小限にとどめられるべきだとの思想に基づいているのです。そのため、

「時間外労働協定（「36 協定」）で定める一日を超える『一定期間』について延長できる

労働時間の限度（限度時間）」は、限度基準告示で定められています（図表 6 参照）。 

この限度時間は、一定期間ごとに決まっています（具体的には、図表 6（「限度基準告示

について(その 1）」)の下表参照）。つまり、36 協定では、延長できる時間数を１日で何時

間か、１日を超え 3 ヶ月以内の期間で何時間か、１年間で何時間か――の 3 パターンで定

めることになっています。おそらく多くの企業では、1 日及び 1 ヶ月、1 年の 3 通りで定め

ているケースがほとんどだと思いますが、その場合、限度時間を超えないようにしなければ

ならないため、例えば 1 ヶ月であれば 45 時間まで、1 年間であれば 360 時間までが延長で

きる限度となります。 

ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別な事情」

というものが予想される場合には、限度時間を超えて労働させることができる特別条項を労

使間で結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることも可能ということになっていま

す（図表 7 参照）。ただし、幾らでも延長できるということではなく、やはりこれは「臨
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時的なもの」となっていますので、この「臨時的なもの」というのは「一時的又は突発的に、

時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として 1 年の半分を超えないことが見

込まれるもの」という制限がかかっています。 

 

図表6：限度基準告示について（その１）
限度基準告示

時間外労働協定（いわゆる「36協定」）を締結し、労働基準監督署へ届け出れば時間外労働が可能

しかし、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべき

時間外労働協定が適正に協定されることを促進し、恒常的な長時間労働の削減を図ることを目的と
して時間外労働協定で定める一日を超える「一定期間」について延長できる労働時間の限度（限度
時間）について定めた限度基準告示が定められている。

一定期間 限度時間

1週間 15時間

2週間 27時間

4週間 43時間

1ヶ月 45時間

2ヶ月 81時間

3ヶ月 120時間

1年間 360時間

○ 労使は協定の内容を基準に適合させる責務
○ 労働基準監督署長は基準に関し労使に対して必要な助言・指導を行う。

「一定期間」につい
ての延長時間を定
めるに当たって
は、①一日を超え
3ヶ月以内の期間
及び②一年間とす
ること

 

 

図表７：限度基準告示について（その２）

特別条項付き時間外労働協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」（臨時的なものに限
る※）が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とするこ
とが可能

※ 臨時的なもの：一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として
1年の半分を超えないことが見込まれるもの。

一定期間 限度時間

1週間 14時間

2週間 25時間

4週間 40時間

1ヶ月 42時間

2ヶ月 75時間

3ヶ月 110時間

1年間 320時間

○ 対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間
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例えば、「臨時的なもの」の例として、予算、決算業務で多忙をきわめるときや、納期

の逼迫が迫っているとき、大規模なクレームへの対応を行う必要があるとき――等、それぞ

れ定めることとなっています。 

例えば一定期間についての延長時間は 1 ヶ月 45 時間としても、通常の生産量を大幅に超

える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1 ヶ月 60 時間までこ

れを延長することができます。この場合、特別条項には、「延長時間をさらに延長する回数

は 6 回までとする」などの規定が盛り込まれるのが通常です。このように定めれば、限度

時間を超えることができるのが現行法の規定なのです。 

なお補足として、図表 7（「限度基準告示について(その 2）」)の下表は、対象期間が 3

ヶ月を超える 1 年単位の変形労働時間制をとっている場合の限度時間のケースです。これ

は通常の場合よりやや短くなっており、1 ヶ月であれば 42 時間、1 年間であれば 320 時間

が限度時間となっています。 

 

４．改正法の内容 

4-1．労働基準法の一部を改正する法律の概要 

改正法の内容は、大きく分けて、「(1)時間外労働の削減」と「(2)年次有給休暇の有効活

用」――の 2 つとなっています（図表 8 参照）。 

図表８：労働基準法の一部を改正する法律（平成20年法律第89号）の概要

平成２２年４月１日施行期日

（１） 時間外労働の削減

（２） 年次有給休暇の有効活用

法定割増賃金率の引き上げ

代替休暇制度の創設

※ 中小企業は、当分の間、適用猶予

限度時間を超える時間外労働の労使による削減

※ 中小企業は、当分の間、適用猶予

1ヶ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を５０％以上に引き上げ（現行２５％）

労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分（注）の割増賃金の支払いに代えて、
有給の休暇を付与することが可能に

(注） 例えば、５０％－２５％＝２５％ （簡便化のために引き上げ前の割賃率を一律２５％とした場合の例）

特別条項付きの時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間（注）を超える時間外労働に
対する割増賃金率を法定（２５％）を超える率を定める努力義務
（注） 例えば、1ヶ月45時間、1年間360時間など

時間単位年休制度の創設 労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇
を時間単位で取得することが可能に

 
 

まず「(1)時間外労働の削減」のポイントの 1 つ目は「限度時間を超える時間外労働の労

使による削減」です。先ほど現行法制で説明した「特別条項付きの時間外労働協定」で、限

度基準告示の限度時間を超える時間外労働を行うことができる場合、今後新たにその時間外

―　　―10



労働に対する割増賃金率を定めなければならないと改正されました。そしてその率は、現行

の法定基準である 25％を超える率とするように労使で努めなければならないとの努力義務

が課されています。 

二つ目の改正ポイントとして、「法定割増賃金率の引き上げ」があります。「1 ヶ月 60

時間を超える時間外労働について、割増賃金率を 50％以上に引き上げる」という改正が盛

り込まれています。これは、中小企業については当分の間、適用猶予となっています。 

三つ目の改正ポイントとして、今回新たに創設された「代替休暇制度」があります。こ

れは法定割増賃金率の引き上げとセットになっており、今回、改正法によって、大企業につ

いては 1 ヶ月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が 2 割 5 分から 5 割に引き上げられ

ることとなりましたが、その引き上げ分の割増賃金率の支払いに代えて、労使協定を結べば、

有給の休暇を付与することが可能になるという制度が創設されました。 

次に、「(2)年次有給休暇の有効活用」関係ですが、先述のように、時間単位年休制度が

創設されました。これは、労使協定によって「1 年に 5 日分を限度として年次有給休暇を時

間単位で取得することが可能」ということになっています。 

本改正は、施行期日が平成 22 年 4 月 1 日からとなっています。 

 

4-2．限度時間を超える時間外労働の労使による削減 

以下、改正法のポイントを逐次解説しましょう。まず 1 点目に「限度時間を超える時間

外労働の労使による削減」、すなわち限度基準告示の改正について説明します（図表 9 参

照）。 

図表９：限度時間を超える時間外労働の労使による削減

労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げる
こと等により、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたもの

改正内容

○ 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外
労働をできる限り短くするように努めなければならないものとすること

○ 特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければなら
ないものとすること

○ この限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、法定割増賃金率
（２５％）を超える率とするように努めなければならないものとすること

留意事項

○ ①１日を超え3ヶ月以内の期間、②1年間の双方について特別条項付き協定を締結する場合に
は、それぞれについて限度時間を超える割増賃金率を定めなければならない。

○ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は就業規則に記載する必要あり（法第89条第
2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」）。

○ 改正内容は、平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を締結する場合及び同日前に締結さ
れた協定を同日以後に更新する場合に適用。
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制度導入の趣旨ですが、政府案提出の当初の背景事情として、月 80 時間という超長時間

労働を行う労働者の健康確保、ワーク・ライフ・バランスという観点から、割増賃金率を引

き上げることで抑制を図っていくという目的があったのは先述のとおりです。しかしながら、

やはり特別条項付き協定を結ばなければならないような、かなり長い時間外労働についても、

何らかの抑制を設けるべきではないかとの議論もありました。これにより、労使の努力によ

って限度時間を超える時間外労働の割増率を引き上げるような努力規定を置き、まず労使の

話し合いによって、時間外労働を抑制していくとの趣旨でこのような改正がなされたのです。 

本条の「改正内容」は 3 点あります。1 点目が「労使当事者は、特別条項付き時間外労働

協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めな

ければならないものとする」ということ。2 点目に、「特別条項付き協定では、限度時間を

超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないものとすること」。3 点目に、

この場合の「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、法定割

増賃金率（25％）を超える率とするように努めなければならないものとすること」。 

改正内容の 2 点目は、「努めなければならない」ではなくて「定めなければならない」

となっていることに注意してください。特別条項付き協定を締結している企業はすべて、4

月 1 日以降に労使協定を締結、または更新する際には、必ず割増賃金率を定めることにな

ったのです。今後、労働基準監督署に特別条項付き時間外労働協定を提出する際に、限度時

間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めておかないと、監督署から指導を受けること

となります。また、労使間でその率をどうするかを協議し、25％を超える率とするように

努めなければならないとも改正されています。これは、あくまでも「努めなければならな

い」ということですから、監督署としては、努めた結果 25％だったということであれば、

これを尊重するスタンスですが、できる限り労使の間で 25％を超える率とするようにご協

力いただきたいと考えています。 

なお、留意事項としては、第一に特別条項付き協定を結ぶ際には、①1 日を超え 3 ヶ月以

内の期間、②１年間――の双方について、延長時間を定めることとなっていますが、もしそ

の延長時間が双方とも限度時間を超えるような時間数で定めているのであれば、それぞれに

ついて限度時間を超える割増賃金率を定めなければならないということです。例えば、1 ヶ

月 45 時間、1 年 360 時間が限度時間となっていますが、これを特別条項付き協定で 1 ヶ月

50 時間、1 年 500 時間に延長できる規定を定めた場合、1 ヶ月について 45 時間を超えた場

合には割増賃金率は○○％とし、1 年について 360 時間を超えた場合には△△％とする――

という具合に、両方について定める必要があります。この率についても別途、労使で協議し

て率を定めることとなりますが、同じであっても構いませんし、例えば 1 ヶ月 45 時間を超

えたら 30％、1 年でも超えたら 35％というように異なる率を定めても構いません。 

留意事項の 2 点目は、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、労使協定だけ

ではなく、就業規則にもきちんと記載する必要があるということです。労基法第 89 条にお

―　　―12



いて、「賃金の決定、計算及び支払の方法」については就業規則に定めなければならないと

なっているため、労使協定を締結したら、あわせて就業規則のほうにも、45 時間超えにつ

いては○○％とする等の規定を設けたうえで、就業規則の変更という形で、労働基準監督署

に届け出てもらわなければならないということです。 

なお、留意事項の 3 点目として、今回の改正内容は、平成 22 年 4 月 1 日が施行期日とな

っていますので、平成 22 年 4 月 1 日以降に特別条項付き協定を締結する場合であれば、そ

の日よりも以前に締結された労使協定を、4 月 1 日以降に更新するという場合に適用される

規定となっています。逆に言えば、3 月 30 日に締結された労使協定については、まだ本条

は適用されないということになります。したがって 3 月 30 日から定めることも当然可能で

すので、できれば労使間で話し合って、本改正があることを見越して、準備していただけれ

ばと思っています。 

以上が、「限度時間を超える時間外労働の労使による削減」の内容です。ここで本条の

改正でよく寄せられる質問について、参考として、Q&A 形式で紹介しましょう。 

 

＜質問①＞ 

Q：中小企業についても特別条項付き 36 協定を結ぶ場合には割増賃金率の定めが必要となるのでしょう

か？ 

A：今回のこの改正についていえば、規模に関わりなく中小企業も大企業も双方適用される内容ですの

で、中小企業も特別条項付き協定を結ぶ際には割増賃金率の定めが必要となります。 

 

＜質問②＞ 

Q：割増賃金率を 1 ヶ月の限度時間と、1 年の限度時間の両方を別々に定めている場合（例えば 1 ヶ月

超えで 30％、1 年超えたら 35％と定めていた場合）、4 月から開始されたとして、翌年の 2 月頃に

は、既に 360 時間も超えていて、一方でこの 2 月中で、45 時間も超えてしまったというケース（す

なわち、両方とも超えてしまった場合）ではどちらの率が適用されるのでしょうか？ 

A：労使協定等で特別の定めがあればそれによりますが、一般的には、高い方の率が適用されます。 

 

＜質問③＞ 

Q：うちの会社では割増賃金率は、既に 25％を超える率を定めているのですが、そういう場合にも割増

賃金率引き上げの努力義務は課せられるのでしょうか？ 

A：今回の改正は、法定を超える率（25％を超える率）とするように努めるということです。例えば現

行で 30％と法定を超えて定めているのであれば、既に法定を超える率とすることは果たされていま

すので、努力義務は現時点でも果たしていることになります。ただし、今回の改正を契機に、これ

をさらに 35％に引き上げるなどの方向で、労使での話し合いをしていただいても構いません。 
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＜質問④＞ 

Q：時間外労働の限度に関する基準の限度時間が適用されない事業、業務（例えば、工作物の建設等の

事業、自動車運転の業務、新技術、新商品等の研究開発の業務等）について、現在、時間外労働の限

度基準告示が適用されていないと思うのですが、これらについて、今回の改正は適用されますか？ 

A：これらの事業や業務については、適用除外されているので、改正も適用されないことになります。 

 

 

4-3．法定割増賃金率の引き上げ 

次に、改正の 2 点目である「法定割増賃金率の引き上げ」を説明しましょう。本条は今

改正のメインと呼べる部分です。割増賃金によって使用者の経済的負担を加重することによ

って、特に長い時間外労働について強力に抑制することを目的として行われた改正です（図

表 10 参照）。 

図表10：法定割増賃金率の引き上げ

割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって特に長い時間外労働
を強力に抑制することを目的としたもの

改正内容

○ 1ヶ月60時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率を現行の「２５％以上の率」から「５０％
以上の率」へ引き上げ

○ 中小企業については、当分の間、適用猶予（次のスライド参照）

※ 施行から3年経過後に改正法の施行状況や時間外労働の動向等を勘案し、検討の上、必要な
措置を講ずることとされている。

留意事項

○ 「1ヶ月」とは暦による1ヶ月をいい、その起算日は就業規則に記載する必要あり（法第89条第2
号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」）。

○ 1ヶ月の起算日は、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算
日とすることなどが考えられる。

○ 50％以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生するのは、1ヶ月の起算日から時間外労
働を累計して60時間に達した後。

 

 

改正内容としましては、1 ヶ月 60 時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率を現行

の「25％以上の率」から「50％以上の率」へ引き上げており、罰則付きのかなり強力な規

定となっています（ただし、本条は中小企業については当分の間、適用猶予）。 

中小企業の適用猶予ですが、趣旨としては、中小企業のなかには、大企業に比べて経営

体力が弱い企業があるとの意見に配慮したものです。本条のような急激な引き上げを伴う改

正を中小企業に適用すると、経営が成り立たなくなることや、労働基準法の違反状態が多数

生じるということを考慮して、今回の改正においては、当分の間、中小企業については適用
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猶予となりました。ただし、これについては、施行から 3 年経過後にまた、改正法の施行

の状況、中小企業や大企業を含めた世の中の時間外労働の動向等を勘案して、再度検討する

としています。その上で、改めてどのような措置を講ずるかどうかを検討することになって

います（中小企業の適用猶予の詳細は後述）。 

本条の留意事項としては、まず、この「1 ヶ月 60 時間」の「1 ヶ月」ですが、これは暦

による 1 ヶ月をいいます。例えば、31 日の月でしたら 1 ヶ月というのは 31 日ですし、28

日の月でしたら 28 日が 1 ヶ月となります。また、1 ヶ月の起算日（どこから１ヶ月か）に

ついては、きちんと就業規則に記載する必要があります。これはやはり「賃金の決定、計算

及び支払の方法」にあたりますので、どこから割増賃金率がカウントされるのかについても

きちんと就業規則に改めて記載する必要があるのです。 

では、いざ書くというときの起算日ですが、これは企業のほうで定めることとなってい

ます。例えば、「毎月 1 日」「賃金計算期間の初日」「時間外労働協定における一定期間

の起算日」などとすることが考えられると思います。よく企業でみられるのは、賃金計算期

間の初日を起算日とするケースですが、これであればどこから 60 時間超えたかが容易に計

算できるかもしれません。いずれにせよ、起算日は、企業によって決める必要があります。 

また、50％以上の率で計算した割増賃金の支払義務の発生時点ですが、「１ヶ月の起算

日から時間外労働を累計して 60 時間に達した後」、ということになります。ここで「累計

して」を強調するのは、労働基準法ではこれまで、時間外労働が 60 時間を超えたら別の率

としなければならないという考え方をとってこなかったからです。現行労基法は、例えば 1

ヶ月で全体を見たら合計何時間の残業時間という具合に、ただ単にその数だけを調べればす

むという形でした。したがって、今回、60 時間を超えたところから 5 割にしなければなら

ないという改正では、まず、どこから 60 時間になったのかをきちんと把握する必要があり

ます。 

ここで注意していただきたいのは、例えば現在、割増賃金を平日 25％、法定外休日（土

曜日）を 30％支払っている場合、平日と違う率にしている場合があると思います。そうい

う場合、「累計して 60 時間に達した後」からが 5 割となりますから、例えば 1 月の 20 日

目から 60 時間を超えたとすると、それ以降、まず平日は 25％から 50％に引き上げる。さ

らに土曜日に労働したとしたら、今度はこの 30％を 50％に引き上げるというように、それ

ぞれ、どの日が 5 割になるかを把握する必要があります。つまり、例えば、1 ヶ月まとめて

平日労働は何十時間あった、土曜日労働は何十時間あったということで、最後にカウントし

たときに、では 5 割にするのは平日の 25％の部分を 25％から 50％に引き上げるという計

算方法ではなく、あくまでも、どの平日労働を 25％から 50％に引き上げて、土曜日労働が

あったなら、どの土曜日労働を 30％から 50％に引き上げたかを計算しないと、正しい計算

方法からずれてくるということです。この点、注意していただきたいと思っております。 

なお、「適用猶予される中小企業」についてですが、趣旨は先述しましたが、具体的に
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どういう事業が中小企業に当たるかを以下で説明します（図表 11 参照）。 

図表11：適用猶予される中小企業

業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者の数

小売業 ５，０００万円以下 または ５０人以下

サービス業 ５，０００万円以下 または １００人以下

卸売業 １億円以下 または １００人以下

その他 ３億円以下 または ３００人以下

※ 業種は日本標準産業分類に基づく分類

業種ごとに ①資本金の額または出資の総額
または

②常時使用する労働者の数 で判断。
（事業場ではなく、企業単位で判断）

中小企業基本法における中小企業の定義と同様

留意事項

○ 複数の業種に該当する事業活動を行っている場合は、主要な事業活動により判断。

○ 「常時使用する労働者の数」は、通常の状況により判断。また、労働契約関係の有無により判断。

 

適用猶予される中小企業の定義としては、中小企業基本法における中小企業の定義と同

様としています。業種ごとに資本金の額または出資の総額、または常時使用する労働者の数

で判断することとなっており、事業場ごとではなく、企業単位で判断します（趣旨としては、

経営体力を考慮したため、事業場単位ではなく企業単位としている）。したがって、本社、

支社がある場合、法人全体としての人数でどうなのかで判断することとなります。 

また、よくある質問として、資本金の額と常時使用する労働者の数、両方満たしていな

ければ中小企業にならないのかというものがありますが、どちらかが一定額以下、一定人数

以下であれば、中小企業と判断されます。例えば小売業であれば、資本金 5,000 万円以下、

または常時使用する労働者の数 50 人以下となっています。これらは、「または」でつなが

っていますので、例えば小売業の中で、資本金の額は 1 億円だけれども、常時使用する労

働者の数は 30 人しかいない企業であれば、これは中小企業ということになります。逆に、

資本金 3,000 万円だけれども、労働者が 100 人いる企業であれば、これも中小企業と判断

されます。大企業に該当する場合は、例えば資本金 1 億円であって 100 人以上であるとい

うような、両方とも超えている場合です（業種は日本標準産業分類に基づいた分類1）。 

ここでの留意事項としては、「複数の業種に該当する事業活動を行っている場合は、主

要な事業活動により判断」することになっています。また、「常時使用する労働者の数」は、

「通常の状況」により判断することになっており、「労働契約関係の有無」によって判断す

るとなっています。 

                            
1 日本標準産業分類については総務省の http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/19-3.htm 参照。なお、中小企業の範囲

については、http://www.mhlw.go.jp/za/0730/d27/d27-02.pdf を参照。 
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最後の「労働契約関係の有無による判断」とはどういうことかというと、例えば、いわ

ゆる出向労働者、派遣労働者を想定したものです。これは特殊な契約関係で、例えば出向労

働者の場合、在籍出向であれば、出向元と出向先両方に労働契約関係が残ったまま出向する

形となります。いわゆる移籍出向ですと、元の会社との契約関係は切れて、出向先との契約

関係がある形です。派遣労働者の場合、これは派遣先の雇用契約はなくて、派遣元との雇用

契約があるという形になっていますが、中小企業を判断するときの、その常時使用する労働

者の数にカウントするか否かについては、労働契約関係の有無により判断することになりま

す。すなわち、在籍出向の場合は両方に契約関係がありますから、両方の労働者数としてカ

ウントすることになります。移籍出向の場合は、移籍先の企業との契約関係ですので、移籍

先の人数にカウントする。派遣労働者の場合であれば、これは派遣元の契約関係ですから、

派遣元の労働者としてカウントすることとなります。 

中小企業の適用範囲に関しても、いくつか質問が寄せられていますので、代表的な Q&A

を紹介しましょう。 

 

＜質問＞ 

Q：在籍出向の場合、出向元が大企業で、出向先が中小企業だったというケースで、１ヶ月 60 時間を超え

る時間外労働について、割増賃金率５割とする際、どうするのでしょうか？ 

A：常時使用する労働者数のカウントに当たっては、在籍出向のように出向先と出向元双方において労働

契約関係がある場合は、両方の労働者数にカウントします。この場合、賃金を支払う際に、中小企業

並みで払うのか、大企業並みで払うのか、どちらなのかということになった場合は、今回の改正は割

増賃金の支払義務がある事業主に適用されますので、出向元から割増賃金が払われることになってい

るということであれば（さらに出向元が大企業ということであれば）、60 時間超えの割増賃金率は 5

割で支払うこととなります。一方で、出向先から割増賃金が支払われるということであれば（さらに

出向先が中小企業ということであれば）、60 時間超えの割増賃金率については適用猶予されるという

ことになります。 

 

 

 

4-4．法定割増賃金率の引き上げ（休日労働・深夜労働との関係） 

法定割増賃金率の引き上げについて、休日労働と深夜労働との関係について説明します

（図表 12 参照）。まず、比較的理解が容易な「深夜労働」について解説しますと、深夜労

働は現行通り 25％のままとなります。仮に月 60 時間を超える時間外労働を深夜にしたとい

うことであれば、75％以上の割増賃金率を支払わなければなりません（25％＋50％＝

75％）。なお、中小企業は今までどおり 50％以上の率（25％＋25％）となっています。 

次に「休日労働」との関係ですが、ここで問題となってくるのが、週休 2 日制をとって
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いるケースです。労働基準法では週１日又は４週４日の休日を法定休日としていますが、企

業内において、例えば日曜日を法定休日として、土曜日を企業で任意に定めた休日としてい

る場合は、法定休日労働は時間外労働の中に含みませんが、土曜日の労働については時間外

労働に入れることになりますので、土曜日労働が法定労働時間を上回るというような場合で

あれば、月 60 時間の算定の対象に入れることになります。 

例えば土曜日労働について、既に 35％支払っており、日曜と同じような率にしていたと

しても、所定休日労働（土曜日）は月 60 時間の算定対象となるわけです。そこで、計算上、

どちらが法定休日でどちらが所定休日なのか明確なほうが望ましいことになりますが、現行

法では定めなくてもよいことになっています。今回の改正によっても、新たに明確に定めな

ければならないという義務はありません。しかしながら、法定と所定でこのような違いが生

じることから、労働条件の明確化、割増賃金の計算を簡便にする観点から、できれば企業内

において、どちらが法定休日か、どちらが所定休日かということを明らかにしておくことが

望ましいでしょう。ここでは、法定休日労働と所定休日労働は別だということに留意してく

ださい。 

図表12：法定割増賃金率の引き上げ（休日労働・深夜労働との関係）

深夜労働

○ 深夜労働のうち、月60時間を超える時間外労働であるものについては、７５％以上の割増賃金
率が適用。 （２５％＋５０％＝７５％）

※ 中小企業は５０％以上の率（２５％＋２５％）のまま

休日労働

○ 法定休日（法第35条の週一回又は4週4日の休日）以外の所定休日における労働は、それが法
定労働時間を上回る場合は、時間外労働として「月60時間」の算定の対象とすること

（注） 土曜日における労働は、35%の割増賃金としていても「月60時間」の算定対象と
なることがある。

○ 「法定休日」と「所定休日」の別については、労働条件の明確化及び割増賃金の計算を簡便にす
る観点から明らかにしておくことが望ましい。

！ 「時間外労働」と「休日労働」は別であることに留意。

 

 

4-5．代替休暇 

改正法では、月 60 時間を超える時間外労働をさせた場合、割増賃金率 5 割以上という義

務が課せられることとなりました。特に長い時間外労働をさせた労働者に、賃金という形で

はなく、休息の機会を与えることを目的として、新設されたのが「代替休暇」です。長時間

働いた労働者にまずは休んでもらい、健康確保の観点から、割増賃金ではなく、オプション

として休暇を取得することも可能にするという趣旨で導入されました（図表 13 参照）。 
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ただし、割増賃金でもらうか、休暇でもらうかは、労働者が決めなければならないとい

うことでありますので、2 つの歯止めをかけています。まず、この制度を導入するには、労

使協定を結ぶ必要があります。また、労使協定で導入すると決まったときに、さらに労働者

が実際に取得すると言って取得した場合に限り、このような割増賃金の支払いに代えて有給

の休暇を与えることができるという制度になっています。 

図表13：代替休暇

特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、月60時間
を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、今回の改正による引
き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与えることができることとしたもの

１．５
（５０％の割増賃金）

１か月の
時間外労働

支払われる賃金

通常の賃金

０時間 60時間

１．２５
（２５％の割増賃金）

80時間

時間外労働なし

45時間

１．30
（３０％の割増賃金）

努力義務によ
る引き上げ分

今回の改正による法定割
増賃金率の引き上げ分
（50%－30％）

月60時間を超える20時間分の
割増賃金の引き上げ分（20%）
の支払いに代えて、有給の休暇
の付与も可能

20時間×20%＝4時間分
の有給休暇を付与

※ 実際に取得した場合はこの
赤い部分の賃金のみ免除

 

 

図表 13 の階段状の図で示していますが、横軸が 1 ヶ月の時間外労働、縦軸が支払われる

賃金です。まず 1 ヶ月の時間外労働が 0 時間より下の場合（つまり時間外労働がない場

合）については、通常の賃金（率でいえば 1.0）を支払えばよいと法律上なっています。0 時

間を超えて 45 時間までは 1.25（25％の割増賃金）となります。今改正で限度基準の努力義

務が入ったため、45 時間～60 時間についてはそれよりも高い率となっております（この例

では 30％）。さらに、60 時間からは法律で 50％以上の割増賃金を支払わなければならな

いとなりましたので、60 時間超は 50％というように、階段の形になっています。 

例にあるように、ある労働者が 80 時間労働した場合、この労働者に支払われる賃金額の

総計は、階段上に囲われた面積の総計ということになります。そのうち、網をかけられた部

分について、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇でもらうことも可能という

ような制度になっています。 

この例では、有給の休暇は、この網かけの部分の面積に相当することになりますので、

30％から 50％までの間ということで、20％となります。したがって、例えば 80 時間労働

した労働者であれば、この 20 時間分（80 時間－60 時間）の賃金のうちの 20％の部分につ

いて、代替休暇に代えられることとなります。つまり、代替休暇として取得できる有給休暇
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は 4 時間（20 時間×0.2）です。ここで、実際に代替休暇を 4 時間分取得したとすると、使

用者側からみると、図の網かけ部分については割増賃金の支払いを要しなくなるというわけ

です（すなわち、60 時間から 80 時間分（20 時間分）については、1.3 の賃金を支払えばよ

い）。 

 

4-6．代替休暇に係る労使協定で定める事項 

代替休暇に係る労使協定で定める事項は、大きく分けて 4 つ定めるよう省令で規定され

ています。定める事項は、①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法、

②代替休暇の単位、③代替休暇を与えることができる期間、④代替休暇の取得日及び割増賃

金の支払日――の 4 点です（図表 14 参照）。 

図表14：代替休暇に係る労使協定で定める事項

労使協定で定める事項

① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
② 代替休暇の単位
③ 代替休暇を与えることができる期間
④ 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

○ 以下の算定方法にしたがって具体的に定めること

代替休暇として与える
ことができる時間の時
間数

＝
１ヶ月の時間外
労働時間数 － 60時間 × 換算率

換算率 ＝
労働者が代替休暇を取得しな
かった場合に支払うこととされて
いる割増賃金率（eg. ５０％）

－
労働者が代替休暇を取得した
場合に支払うこととされている
割増賃金率（eg. ３０％）

○ 上記の割増賃金率は就業規則にも記載する必要あり（法第89条第2号の「賃金の決定、計算及
び支払の方法」）。

 

まず、労使協定で定める事項の 1 点目として、「代替休暇として与えることができる時

間の時間数の算定方法」があります（図表 14 の①参照）。60 時間を超えて時間外労働をし

た場合、何時間分の代替休暇がもらえるのかをきちんと労使協定で定めなければならないと

いうことです。 

図表 14 で示しているように、[代替休暇として与えることができる時間の時間数]＝{[１ヶ

月で時間外労働を行った時間数]－60 時間}×[換算率]となります。ここで新しい概念として、

「換算率」というものがでてきます。「換算率」とは、「労働者が代替休暇を取得しなかっ

た場合に支払うこととされている割増賃金率」（図表 13 の例で 50％）から、労働者が代替

休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率（図表 13 の例で 30％）を引いた

ものです。この具体的な計算式を労使協定で定めるよう省令は規定しています。 

要するに、先述の計算で、20 時間×0.2 と言いましたが、その計算式をきちんと労使協定
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で決めていただくことになります。ちなみに、この換算率ですが、今の例で 50％と 30％の

間ということになっていますが、これは労使協定で定める内容ですので、例えば 50％－

40％などのようにしていただいても構いません。この場合、40％から 50％の部分が代替休

暇に代えられる部分となりますので、使用者は代替休暇をとった場合であっても、40％ま

では賃金で支払わなければならないということになります。逆に言うと、50％からもっと

低く 25％というふうに決めても構いません。あくまでも、労使協定でここは定めていただ

くということです。ただし、1 点注意していただきたいのは、今回、引き上げ分の割増賃金

に代えてということですから、あくまでも 25％を下回る部分については、今後も賃金でき

ちんと支払わなければならないということです。したがって、換算率の下限は 25％という

ことになります。 

次に労使協定で定める事項の 2 点目の「代替休暇の単位」です。今回の改正は労働者の

健康確保の観点から代替休暇を導入したという経緯を先ほど述べましたが、そういう観点か

ら言うと、代替休暇を時間単位で細切れにとることはよくないということになります。した

がって、労使協定で、単位として「一日」又は「半日」とすることを定めることとなります

（図表 15 の②参照）。 

図表15：代替休暇に係る労使協定で定める事項（続き）

20

② 代替休暇の単位

○ 「一日」又は「半日」とすること

※ 「半日」は、必ずしも厳密に一日の所定労働時間の半分とする必要はないが、労使協定で
当該事業場における「半日」の定義を定めておくこと

○ 「一日」又は「半日」は、代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わ
せても可（労使協定で定めること）

※ 新たに創設される任意の休暇を想定。ただし、既存の休暇や、労働者が請求した場合に
時間単位年休を活用することも差し支えないこと

※ この他の休暇を組み合わせた場合でも、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払
に代えることができるのは、代替休暇の部分に限られること

③ 代替休暇を与えることができる期間

○ 時間外労働が月60時間を超えた当該月の末日の翌日から2ヶ月以内で協定

※ 「2ヶ月以内」とした場合は、「前々月の時間外労働に対応する代替休暇」と「前月の時間外
労働に対応する代替休暇」と合わせて一日又は半日とすることも可能

特に長い時間外労働が行われた月から近接した期間に与えることにより労働者の休息
の機会とするため

 

ここでいう「半日」ですが、基本的には所定労働時間の半分が「半日」ということにな

ります。ただし、例えば、所定労働時間 7 時間半の企業は、では 3 時間 45 分と 3 時間 45

分に分けるべきかというと、必ずしも厳密に半分である必要はなく、労使協定で当該事業場

における「半日」の定義を定めればよいという規定になっています。つまり、所定労働時間

が 7 時間半の企業で、例えば、「午前」が 3 時間半と、「午後」が 4 時間に分かれていた

ら、それをそれぞれ半日とするなどのように、労使協定に定めておく必要があります。 
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ここでよく受ける質問として、次のようなものがあります。所定労働時間が「午前」3 時

間、「午後」4 時間という企業の場合、代替休暇が 4 時間分発生しているケースで、いずれ

にせよ半日とるのだから、午前の半日を代替休暇でとったら 4 時間分消化したということ

になるのでしょうか、などと聞かれることがあります。この場合、代替休暇の計算に当たっ

ては、きちんとまず取得した代替休暇とそれに見合った部分の賃金の支払いの控除というこ

とになります。今の例で言えば、午後半日の 4 時間で休暇をとったのであれば、それは代

替休暇 4 時間分を消化したということでよいのですが、仮に午前半日をとったということ

であれば、代替休暇は 3 時間分しかとってないのですから、1 時間はまだ残っているという

ことになります。したがって、そういう場合には 4 時間消化したという計算をするのでは

なく、きちんと残りまだ 1 時間とれるようにしなければなりません。また、労働者側が今

後もとられないということであれば、ではとられなかった部分としてお金で精算するという

処理をしなければならない。ここは「半日」のところでもっとも質問の多い部分ですのでご

注意ください。 

次に、省令では、労使協定で定めた場合という限定の上なのですが、「一日」又は「半

日」に足りない代替休暇だった場合に、代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる

休暇と合わせて、「半日」又は「一日」にすることも可能とする規定が置かれています。具

体的には、半日が 4 時間と定義されている企業の場合、ある労働者が 3 時間分の代替休暇

しか持っていなかったケースで、仮に使用者側が任意に１時間プラスすること（すなわち合

わせて 4 時間にすること）を労使協定で定めていたら、半日ということで取得しても構わ

ないという規定になっています。 

ここで代替休暇の不足分にくっつける有給の休暇ですが、基本的には新たに創設される

任意の休暇を想定しています。例えば、既存の休暇としてリフレッシュ休暇があったとした

ら、それをくっつけていただいてもかまいませんし、労働者が請求した場合に限って、今回

新設される時間単位年休を活用しても差し支えない構成となっています。つまり、以上のよ

うな工夫で、代替休暇をただ単にとれない状態においておくのではなく、とれるような措置

をしても構わないという規定になっているのです。 

ただし、ここでの注意点として、3 時間の代替休暇と 1 時間の任意の休暇を組み合わせて

4 時間分の休暇をとった場合では、いざ割増賃金の支払い引き上げ分が不要となる部分はど

こかといいますと、これは 4 時間とったから 4 時間分支払いを控除するというのではなく、

あくまでも代替休暇としてとったのは 3 時間ですから、3 時間の部分について支払いが控除

されるということになります。 

労使協定で定める事項の 3 点目は「代替休暇を与えることができる期間」です（図表 15

の③参照）。時間外労働が月 60 時間を超えた当該月の末日の翌日から 2 ヶ月以内で協定し

なければなりません。ここでの趣旨は、特に長い時間外労働が行われた月から近接した期間

に与えなければ、労働者の休息の確保という観点からあまり意味がないということで、2 ヶ
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月以内になりました。 

代替休暇が取得される期間を 2 ヶ月とした場合、例えば、5 月に発生した代替休暇は 7 月

までとれますし、6 月に発生した代替休暇は 8 月までにとれることになります。としますと、

7 月に代替休暇をとろうと思った場合に、5 月分の代替休暇と 6 月分の代替休暇両方とれる

ことになりますから、それらを合算して、合わせて取得することも可能ということになって

います。つまり、5 月に 2 時間分の代替休暇が発生して、6 月に 2 時間分の代替休暇が発生

したら、その次の 7 月に 4 時間分としてとっても構わないということです。 

労使協定で定める事項の 4 点目は、「代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日」です

（図表 16 参照）。これは賃金の支払額を早期に確定させるという観点から労使協定で定め

るべき事項として、省令ではなく通達で定められているものです。代替休暇は、あくまでも

労働者側が取得するとの意向を示した場合に限って、割増賃金の支払いが不要となる制度に

なっているのが前提です。したがって、労働者がとらないと言えば賃金で支払わなければな

りません。取得すると言った場合にだけ、賃金支払ではなく、休暇で代替できる制度になっ

ているのです。したがって、あくまで、とるかとらないかの判断は、労働者に任せられてい

て、労働者の意向を踏まえた決定方法をすべきだということになっています。 

図表16：代替休暇に係る労使協定で定める事項（続き）

④ 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

○ 労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法

○ １ヶ月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日

・ 月60時間を超えて時間外労働をさせた当該1ヶ月の末日からできる限り短い期間内で、代
替休暇取得の意向を労働者に確認するものとすること

※ 代替休暇が実際与えられる日は、法律上、労働者の意向を踏まえたものとなる

賃金の支払額を早期に確定させる観点から労使協定で定めるべき事項として通達で定めたもの

労働者に代替休暇取得の意向がある場合

労働者に代替休暇取得の意向がない場合、意向が確認できない場合等

・ 割増賃金のうち法定引き上げ分以外のもの（前の例では45時間超の部分を30％で計算）を当該
割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払うものとすること。

※ 実際は取得できなかったときは、取得できないことが確定した賃金計算期間に係る賃金支
払日に支払う必要がある。

・ 法定引き上げ分を含む割増賃金を当該割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払
日に支払うものとすること。

・ 当該引き上げ分を含めた割増賃金が支払われた後に、取得の意向があった場合

① 労働者が代替休暇を取得できないこととすることを協定で定めることも差し支えない
② 逆に取得できることとし、実際に取得したときに精算することを協定で定めることも

 

 

具体的には、労使協定の中で、会社の中でどのように手続を踏んで代替休暇を取得する

のかを決めておく必要があります（賃金の支払いをいつにするのかという点も含む）。その

ためには、まず、労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法を決めなければなり

ません。要するに、月 60 時間を超えて時間外労働をさせた場合に、労働者に、代替休暇を

今後取得する意向があるのかどうかを、なるべく早く確認しなければならないということで
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す。ここには、賃金の支払いを早期に確定させるという観点があります。 

その上で、代替休暇の取得の意向がある場合と、ない場合、また意向が確認できない場

合に応じて、割増賃金をどのように支払うかを決めておく必要があります。例えば、労働者

に代替休暇の取得の意向があるという場合、割増賃金のうち代替休暇に代えられる可能性の

ある部分（先述の例での 30％から 50％）は、とりあえず支払いを保留しておいて、取得し

た場合にはそれを支払わない。その一方で、もし、実際に取得できなかった場合には、取得

できないことが確定した時点で、改めて残った 20％部分について支払うことになります。 

さらに、労働者に代替休暇の取得の意向がない場合や、意向が確認できない場合は、賃

金の支払額を早期に確定させるため、取得しないのであれば 50％の部分まですべて含めて、

通常の賃金支払日に支払うような定め方をするよう求めています。もし、当該引き上げ分を

含めた割増賃金が支払われた後に、取得の意向があった場合（割増賃金が支払われた後に代

替休暇をやはりとりたいと言ってきた場合）ですが、その場合は労使協定の中で、これを認

めないと定めておいていただいても差し支えありませんし、逆に、それを認めて、とった場

合の賃金支払日に改めて 20％の部分を差し引いて、精算するよう労使協定で定めても構い

ません。いずれにせよ、取得の意向がある場合とない場合に分けて、どの時点で賃金を払う

のかを労使協定で定めていただくことになっています。 

これを具体的なイメージとして表したのが図表 17 です。例えばケース A の場合、すなわ

ち 4 月に月 60 時間を超える時間外労働をした場合、5 月の早い段階で意向確認をします。

取得の意向があるのならば、4 月分の賃金支払日である 5 月 15 日には、とりあえず 30％だ

け支払っておく。5 月から 7 月の間に実際に取得があればそのままであり、もし 7 月までに

結局とれなかったとすると、とれないことが確定した、例えば 7 月 15 日の賃金支払日に、

まだ支払われていない部分（20％）を改めて支払うという計算になります。 

一方、ケース B の取得の意向がない場合、また確認できない場合は、まず 5 月の意向確

認でなしとわかったならば、5 月 15 日の時点で 50％の割増賃金を支払うこととなります。

先述のとおり、賃金支払いが終わった後で労働者が 6 月に代替休暇をとりたいと言った場

合には、それを認める場合には、例えば 7 月 15 日の賃金支払日に既に支払っている 20％

部分について過払いということで精算するというような取り扱いをすることとなります。 

要するに、賃金の支払日と、それをいつ支払うのか、どういう場合にいつ支払うのかと

いうことを労使協定で定める必要があるということです（なお、賃金の支払い方法であるた

め、労使協定で定めた後、これを就業規則にも記載する必要がある）。 
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図表17：代替休暇の取得と割増賃金の支払日（具体的なイメージ）

Ａ

Ｂ

【労働者に代替休暇取得の意向がある場合】

意向確認

取得の意向あり

賃金支払日

３０％の割増賃
金の支払い

４月 ５月 １５日 ６月 ７月

月６０時間を超える
時間外労働

代替休暇の取得

【Ａ以外の場合】
意向確認

取得の意向なし

賃金支払日

５０％の割増賃
金の支払い

４月 ５月 １５日 ６月 ７月

月６０時間を超える
時間外労働

・賃金締切日が月末
・賃金支払日が翌月１５日
・代替休暇は２か月以内に取得

・代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率５０％
・代替休暇を取得した場合の割増賃金率３０％

とされている事業場の場合

 

 

4-7．代替休暇に係るその他の事項 

「代替休暇に係るその他の事項」として、「法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支

払いが不要となる時間」ですが、これは先述の例にあるように、労働者が取得した代替休暇

の時間数に応じて、その部分の面積が引かれることになります（図表 18 参照）。例えば、

4 時間分の代替休暇が発生したときに、その 4 時間分のすべてを取得したのであれば、実際、

割増賃金の支払いが不要となる時間数は、20 時間（4 時間÷0.2＝20 時間）です。つまり、

その 20 時間分が、割増賃金の支払いが不要となる時間数です（先述の「換算率」で代替休

暇の時間数を算出した方法の逆の計算で割り戻せば不要となる時間数が算出できる）。 

なお、「その他の留意事項」としては、協定をしても、個々の労働者に対して代替休暇

の取得を義務づけることはできないことがあります。「義務づけることはできない」とあり

ますので、使用者側からいつの時点で代替休暇を取得するよう強制をすることや、取れる時

期を特定するなど、あらかじめ定めておくことはできないということです。代替休暇は、あ

くまでも労働者の意向を踏まえて取得可能なものなのです。 

さらに、代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、年次有給休暇の算定基礎の全労

働日に計算上含まないように取り扱いをするよう留意してください。また、代替休暇に関す

る事項は就業規則に記載する必要があることも忘れないでください。なお、協定を締結する

過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等の方法による手続により選出さ

れた者であることのいずれにも該当すること、についても留意してください。 

 

―　　―25



図表18：代替休暇に係るその他の事項

その他の留意事項

○ 協定をしても、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけることはできないこと

○ 代替休暇に関する事項は就業規則に記載する必要あり（法第89条第1項の「休暇」）

法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いが不要となる時間

○ 月60時間を超える時間外労働のうち労働者が取得した代替休暇に対応する時間の労働

※ 代替休暇を取得した場合でも、引上げ前の率による割増賃金（上記例では30%分）の支払いは
必要となる。

（例） 時間労働月80 時間、代替休暇取得しなかった場合の割増賃金率５０％、取得した
場合３０％とされている事業場 4時間分の代替休暇を取得（20時間×20％）

20時間分（額では20時間分の割増賃金計算基礎額×20%）が不要となる。

○ 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含ま
ないこと

○ 協定を締結する過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等の方法による手続
により選出された者であることのいずれにも該当すること

 

 

4-8．時間外労働に対する割増賃金率の仕組み（まとめ） 

今回の時間外労働に関する割増賃金率の仕組みをまとめますと図表 19 となります。これ

までは、大企業、中小企業ともに、割増賃金率は 25％の率となっていましたが、改正後は、

限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率について 25％を超える率となるよう労使

で定めるよう努力義務が課されました。また、大企業については、1 ヶ月 60 時間を超える

時間外労働について、割増賃金率を 50％以上に引き上げる形になっています。 

図表19：時間外労働に対する割増賃金率の仕組み（まとめ）

［現行］ ［改正後］

４５h

６０h

月の時間外
労働時間数
（時間）

中小企業 中小企業大企業 大企業

２５％
【法律】

２５％
【法律】

２５％
【法律】

２５％
【法律】

２５％を超える率
（努力義務）
【限度基準告示】

５０％
【法律】

中小企業は、

法定割増賃金率
の引上げ猶予

＝附則に3年後の
検討規定

限度基準告示
の限度時間
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小企業も適用
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協
定

（
三
六
協
定
）

特
別
条
項
付
き
三
六
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定
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4-9．時間単位年休 

「時間単位年休」は、年次有給休暇本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る

観点や、年休取得率が停滞ぎみの取得率有効活用を期して導入されました（図表 20 参照）。

現在、年次有給休暇は「日単位」となっていますが、今回の改正により、労使協定を結ぶこ

とにより、1 年に 5 日分を限度として「時間単位」で取得することが可能となります。 

時間単位年休に係る労使協定で定める事項としては、①「時間単位年休の対象労働者の

範囲」、②「時間単位年休の日数」、③「時間単位年休一日の時間数」、④「1 時間以外の

時間を単位とする場合の時間数」――の 4 点があります。 

図表20：時間単位年休

年次有給休暇本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次
有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的としたもの

改正内容

○ 現行、年次有給休暇は「日単位」で取得

事業場で労使協定を結ぶことにより、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得することが
可能に

事業場で労使協定を締結すれば、
分割して時間単位で取得可能

５日分以内

・・・

労働者の年次有給休暇の付与日数 １時間×８などに分割

【図】時間単位年休の仕組み

労使協定で定める事項

① 時間単位年休の対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数
③ 時間単位年休一日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

25
 

労使協定で定める事項の 1 点目は、まず「時間単位年休の対象労働者の範囲」です（図

表 21 の①参照）。注意してほしいのは、年次有給休暇とは、基本的にすべての労働者に対

して平等に認められるものだということ。しかし、仮に事業の正常な運営との調整の中で、

どうしても対象労働者から外したい労働者がいる場合には認められています。例えば、経理

部門の労働者は、時間単位年休の対象とするけれども、製造ラインについては、時間単位年

休を認めるとラインが全部とまってしまうので認めることができない等の場合です。これら

の理由があれば、事業の正常な運営との調整との観点から、対象外とすることは認められて

います。ただし、例えば、育児労働者については時間単位年休を認めるなど、利用目的によ

って範囲を定めることはできないことになっています。 

労使協定で定める事項の 2 点目は、「時間単位年休の日数」です（図表 21 の②参照）。

これはあくまで 5 日以内の日数を定めることになっています。注意してほしいのは、年次

有給休暇の繰り越しの場合です。年休は、2 年間繰り越しができることになっていますので、

前年度分を当年度にとることが可能です。しかし、労使協定で時間単位年休 5 日分まで認
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められている場合、繰り越された後も、繰り越し分を含めて 5 日分までが時間単位でとれ

る部分となっていることに留意してください。図表 22 の時間単位年休の繰り越しイメージ

を見てください。1 年目に年休が 10 日与えられて、そのうち日単位で 5 日、時間単位で 24

時間分取得した場合ですが、残りあと 2 日分が繰り越されることになります。2 年目に新た

に年休が 11 日発生して、1 年目の 2 日分も繰り越されるのですから合計 13 日となります。

しかし、あくまでも 2 年目も 5 日分までが時間単位年休としてとれる部分です。前年の 2

日分の時間単位と当年の 5 日分を合わせて 7 日とはならないことに注意してください。 

図表21：時間単位年休に係る労使協定で定める事項

① 時間単位年休の対象労働者の範囲

○ 事業の正常な運営との調整を勘案しつつ、対象労働者の範囲を定めること

(例） 経理部門の労働者を対象とし、製造ラインの労働者を対象外とすること

※ 「育児のため」など、利用目的により対象労働者の範囲を定めることはできないことに留意

② 時間単位年休の日数

○ 5日以内の日数を定めること

※ 5日に満たない日数の年次有給休暇が比例付与される労働者については、当該比例付与さ
れる日数の範囲内で定めることとなること

まとまった日数の休暇を取得するというのが年次有給休暇の本来の趣旨

※ 時間単位年休が取得されずに次年度に繰り越される場合であっても、当該次年度の時間
単位年休の日数は、前年度からの繰り越し分も含めて5日の範囲内となること

次のスライドのイメージ図参照

 

図表22：時間単位年休の繰り越しのイメージ

24時間分の

時間単位年
休取得

5日分の
年休取得

繰り越し分

繰り越し分を含めて
も最大5日分まで

所定労働時間が8時間
時間単位年休5日分 の場合

1年目

10

5

0

日単位

時間単位

2年目

11

7

13

8

日単位

１年目に、
・日単位で５日 ・時間単位で２４時間 取得
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労使協定で定める事項の 3 点目は、「時間単位年休一日の時間数」です（図表 23 の③参

照）。これは一日の所定労働時間を下回らない整数の時間数で定めることとなっています。

あくまでも、時間単位年休とは、整数による時間という形での時間単位年休ですので、分単

位でとるようなことは考えておりません。ですから、もし、所定労働時間が 7 時間半とい

う労働者の場合は、いずれかの１日を整数にする必要があり、この場合、労働者の不利益と

ならないように繰り上げをしていただくことになります。つまり所定労働時間数が 7 時間

半であれば、一日は 8 時間と計算することになります。 

また、労働者によって所定労働時間数がそれぞれ異なる場合には、当該労働者が特定さ

れる限りにおいてグループ化することも可能となっていますので、例えば、ある企業で、所

定労働時間が 5 時間 40 分または 6 時間の労働者、6 時間半または 7 時間の労働者、7 時間

半または 8 時間の労働者――の 6 パターンあったという場合ですが、5 時間 40 分と 6 時間

の労働者は「6 時間」と計算します。6 時間半と 7 時間の労働者は「7 時間」と計算します。

7 時間半と 8 時間の場合は「8 時間」と計算します。以上にようにグループ化して、一日の

時間数を定めることが可能となっています。 

労使協定で定める事項の 4 点目「1 時間以外の時間を単位とする場合の時間数」ですが、

仮に 1 時間以外の時間を単位とする場合、その時間数を定める必要があります。1 時間以外

といっても、先述のとおり、「分」は認められないので、例えば 2 時間単位、3 時間単位と

いう場合です。このような場合にはその時間数を労使協定で定めていただくことになります

（図表 23 の④参照）。 

図表23：時間単位年休に係る労使協定で定める事項(続き）

③ 時間単位年休一日の時間数

○ 一日の所定労働時間を下回らない整数の時間数を定めること

(例） 所定労働時間が7時間30分の労働者の場合、「8時間」とする。

④ 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

○ 「2時間単位」や「3時間単位」とする場合はその時間数を定めること

※ ただし、一日の所定労働時間数に満たないものとする必要あり

※ 日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における一日平均労働時間数とすること

所定労働時間に1時間未満の端数がある労働者にとって不利益とならないようにするため

※ 労働者によって所定労働時間が異なる場合は、当該労働者が特定される限りにおいて所定
労働時間ごとにグループ化することも可

(例） 「6時間」 ：所定労働時間が 5時間40分又は6時間の労働者
「7時間」 ：所定労働時間が 6時間30分又は7時間の労働者
「8時間」 ：所定労働時間が 7時間30分又は8時間の労働者
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最後に、時間単位年休の留意点としていくつか説明いたします（図表 24）。まず、時季

変更権との関係ですが、年休ですので、時季変更権の対象に当然なってきます。ただし、以

下のようなケースは時季変更権に当たらず、認められません。具体的には、労働者が時間単

位による取得を請求した場合に日単位に変えてしまう場合や、逆に、労働者が日単位による

取得を請求した場合に時間単位に変えてしまう場合です。これは時季をずらすという変更で

はなく、取得単位の変更ということになるので、認められません。 

次に、「事業の正常な運営を妨げる場合」に別の時季への変更が認められるということ

になっていますが、これは個別、具体的に判断されるものです。例えば、あらかじめ労使協

定で、時間単位年休は始業時間後 1 時間、終了時間前の１時間はとれないようにすること

（すなわち、労使協定において時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと）や、

所定労働時間の中途に取得することができない（「中抜け」の禁止）――などを定めること

はできません。また、1 日において取得できる時間数は 3 時間までというように、時間数や

回数をあらかじめ制限しておくことは認められません。あくまでもそれぞれの請求が事業の

正常な運営を妨げるかどうかによってのみ、時季変更が可能ということになります。 

なお、計画的付与との関係ですが、計画的付与制度の対象に時間単位年休は当たりませ

ん。 

図表24：時季変更権や計画的付与との関係

計画的付与との関係

時季変更権との関係

※ 以下のものは時季変更に当たらず、認められない。

※ 「事業の正常な運営を妨げる」か否かは労働者からの具体的な請求について、個別的、具体的
に客観的に判断されるべきものであり、以下のものは認められない。

○ 計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。

○ 時間単位年休も使用者の時季変更権の対象になり、「事業の正常な運営を妨げる場合」は別の
時季への変更が認められる。

① 労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更すること
② 労働者が日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更すること

① 労使協定において時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと
② 所定労働時間の中途に取得することを制限すること（いわゆる「中抜け」の禁止）
③ 1日において取得できる時間数や回数を制限すること

 

 

時間単位年休に係るその他の留意事項としては、あくまでも年休は労働者の権利ですの

で、労使協定が締結されていても、時間単位によるか日単位によるかは労働者の選択による

ことがあげられます。すなわち、時間単位で取得せよということを義務づけることはできま

せん（図表 25）。 
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図表25：時間単位年休に係るその他の事項

その他

一般的留意事項

○ 一日の年次有給休暇を取得する場合は、原則として時間単位ではなく日単位とすること。

○ 労使協定が締結されていても、時間単位によるか日単位によるかは労働者の選択によること。

時間単位による取得を義務づけることはできない。

○ 時間単位年休に関する事項は就業規則に記載する必要あり（法第89条第1項の「休暇」）

○ 協定を締結する過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等の方法による手続
により選出された者であることのいずれにも該当すること（①の該当がないときは②のみ）

○ 時間単位年休を取得した時間に支払う額は、以下のいずれかとすること。

① （平均賃金÷その日の所定労働時間数）×取得時間数
② （所定労働時間労働した場合の通常の賃金額÷その日の所定労働時間数）×取得時間数
③ （標準報酬日額÷その日の所定労働時間数）×取得時間数

○ 半日単位年休の取扱いはこれまでと変更がないこと。

 

次に、時間単位年休制度を導入した場合、やはり休暇の制度ということで、就業規則に

も記載していただく必要があります。 

また、労使協定を締結する過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等

の方法による手続により選出された者であることのいずれにも該当することとなっています

（①の該当がないときは②のみ）。 

時間単位年休で取得した時間に支払う額ですが、一般の日単位年休の場合とほぼ同様で、

以下の 3 パターンのいずれかとすることとなっています。すなわち、平均賃金で払うか、

所定労働時間労働した場合の通常の賃金額で払うか、標準報酬日額で払うか、それぞれに応

じて、その日の所定労働時間数で割って、1 時間分を出し、実際取得した時間数を掛けて支

払う額を決めていただくこととなります。 

なお、「その他」として、半日単位年休があります。現在すでに、半日単位年休という

制度を労使で運用上認めている企業が多くあるかと思います。特に法律で定められた制度で

はないのですが、労使で半日単位年休制度を導入することを合意していて、日単位年休取得

の妨げとならない範囲である限りにおいて、半日単位でとることは差し支えないという規定

になっています。この取り扱いは、時間単位年休が導入された後も変わりません。すなわち、

半日単位年休は、今までどおり、特に制限もなく、運用上でやっていただいて構わないとい

うことです。 

よくある質問として、半日単位と時間単位年休の関係をどうしようかという問い合わせ

を受けます。これはやはり、半日単位年休は労使で運用上入れているものですので、あくま

できちんと労使で話し合って、半日単位年休は時間単位年休に換算すると何時間分かという

ことを決めておいていただければ、誤解が少ないのではないかと思います。ただし、あくま
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でも労働者の不利益とならない範囲でのことです。 

 

５．おわりに 

今回の報告では、改正労働基準法の全体的な概要を解説いたしました。本改正では、労

使でさまざまなことを定めていただく部分が多いと思いますが、できうれば、今回報告した、

例えば、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定

（25％）を超える率とすることや、長時間労働の抑制に対してご協力いただければと思っ

ております。ぜひ、今回の法改正を契機に、会社に持ち帰り、労使でご検討ください。 
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Ⅱ．討 議 概 要 

 



 



 

Ⅱ．討議概要 

 

１．月 60 時間超の割増賃金率引き上げとフレックスタイム制の関係 

【A】  法定割増賃金率の引き上げへの対応ですが、フレックスタイム制の場合はどう対

応したらよいのでしょうか。60 時間へのカウント方法ですが、清算期間 1 ヶ月を、ふたを

閉めた後、60 時間を超えた分について 50％という考え方でいいのか、それとも仮に前半忙

しくて、前半で例えば 60 時間を超えてしまった場合、そこから 50％の割増率とするのか。 

【奥山】  まずフレックスタイム制ですが、これは変形労働時間制の一種ですから、フレ

ックスの清算期間の中で一定の法定労働時間の総枠が決められる。それを超えなければ時間

外労働ではない、その一方で、総枠を超えたところからは時間外労働になってくるという考

え方です。ですから、例えば 1 ヶ月ですと 171.4 時間ぐらいが、法定の総枠になるかと思

います。１ヶ月で労働時間をどんどん積み重ねていきまして、171.4 時間を例えば 1 ヶ月の

途中で超えたということになると、そこから先が時間外労働となってきます。時間外労働を

積み重ねていって 60 時間を超えた地点から、5 割の割増賃金の引き上げがかかってくる。

フレックスの場合であっても、労働時間管理はしているかと思いますが、やはり通常の場合

と同様に、どの時点から 60 時間がかかってくるのかというところを把握していただいて、

そこから先、5 割という計算をしていただくこととなります。 

【A】  ということは、清算期間をあけてみてということではなくて、単純に 60 時間を

超えたところから 50％という方向でと理解してよろしいでしょうか。 

【奥山】  あけてみて、結局は 1 ヶ月というところで、例えば 1 ヶ月 250 時間やったと

いうことで最終的に出てくると思うのですが、そうしたら 171.4 時間を 80 時間程度超えて

いるということで、80 時間のうち、60 時間は 2 割 5 分、20 時間は 5 割という計算になり

ます。 

【A】  ということは、やっぱり 1 ヶ月たった段階で、その法定超えの時間外労働が 60

時間を超えていた部分について、50％以上の率で払えばいいということでしょうか。 

【奥山】  はい、そういう考え方なので、そこは通常の考え方と変わらないと思います。 

【B】  私もフレックスについて伺いたいのですが、50％以上の率で計算した割増賃金の

支払義務が発生するのは、1 ヶ月の起算日、例えば 1 日から累計して 60 時間、つまり途中

で 60 時間を超えるということが、これだとあり得るわけですよね。それで、フレックスの

考え方だと、それがまた、マイナスになるということもあると思うのですよ。例えば残業が

65 時間までいきました。そうするとこの 5 時間が 50％なのだけれど、フレックスの考え方

だと、結果的に例えば月の総枠が 170 時間だとして、60 時間とすると 230 時間ですか。だ

から労働時間が 235 時間までいってしまったけれど、結果的にフレックスだと、労働時間

が 220 時間でおさまるということも考えられると思うのですよね。 

【奥山】  230 時間まではやったのですよね。 
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【B】  所定労働時間、法定労働時間を入れてやったときに、途中では 230 時間までいっ

たけれども、ただその後、労働時間が全然少なくて、結果的に月の労働時間が 220 時間と

か 210 時間でおさまるということもあり得ると思うのですよ。そのときは、結果的には 60

時間を超えていないことになるわけですよね。そのときは、一たん超えたらもうそこは発生

するというふうにカウントしていかなければいけないのかどうか。 

【奥山】  一たん実際に 235 時間やったのになぜ 220 時間になってしまうのでしょうか。 

【B】  一月の算定期間を労働時間で考えたときに、例えば一月 170 時間でいったときに、

所定労働時間がマイナスという考え方ですかね。 

【奥山】  フレックスタイム制はあくまでも、清算期間の初日から実労働時間を累積して

計算していきます。ご質問の趣旨としては、所定労働時間との差で時間外労働時間数を計算

する方法を念頭におかれているのだと思いますが、法の想定している計算方法はそうではあ

りません。想定していらっしゃるのは、例えば、所定労働時間を 7 時間としている場合に、

10 時間働いた日にはプラス 2 時間、5 時間働いた日にはマイナス 2 時間として時間外労働

時間数を算定する方法かと思いますが、法律上はフレックスタイム制をとっている場合は、

所定労働時間は関係なく、実労働時間を累積して計算していきますので、実際に 230 時間

労働したのであれば、それが減るということとはなりません。したがって、所定労働時間と

の差で時間外労働時間数を計算する方法をとっている場合でも、最終的な実労働時間で取り

扱えば足りることとなります。 

 

２．時間単位年休と交代制勤務との関係 

【C】  時間単位年休ですが、1 日の時間、例えば 7 時間 45 分であれば 8 時間とのこと

でしたが、例えば交代制勤務のように年間を通じて平均して、これも例えば 7 時間 45 分と

いうことで 8 時間ということで切り上げて運用していたところ、生産に変動があって、例

えばその交代制の時間を変えまして、それが 7 時間 45 分を 6 時間 45 分にするということ

もあるでしょうし、逆に 8 時間 45 分とすることもあるかもしれない。それが仮に突然変わ

った場合、このあたり、どのように考えたらいいのでしょうか。 

【奥山】  時間単位年休で、途中で変わった場合に、例えば所定労働時間が 7 時間の労

働者が 8 時間に変わったということであれば、多分現行でも例えば日単位でとる場合には、

1 日休めば 7 時間だったものが、1 日休めば 8 時間になるわけです。それと考え方は同じで

して、所定労働時間が変わったら、日単位の部分は 7 時間から 1 日 8 時間に変わるという

ことになります。ですから、例えば 5 日分の時間単位年休として、1 日 7 時間だったものが

8 時間に変わったら、その後は 1 日 8 時間で計算していただいて、8 時間が時間単位である

というようなことになります。 

【C】  例えばその場合、時間単位年休 5 日分を上限でということでやっていて、5 日と

った人は新たに計算し直したら 7 時間が 8 時間になりました。だとしたら、その分、差し
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引き 5 時間分がプラスされるということはあるのでしょうか。 

【奥山】  そうではありません。 

【C】  残っている部分だけということですか。 

【奥山】  そうですね。残日数で考えてください。基本的に日数で考えていただくので、

残りもう、時間単位はないということですよね。 

【C】  仮にその変更する前までに例えば 5 日間、1 日当たり 7 時間でとった場合は、35

時間とったことになりますが、しかしながら、全くそれをとっていなかった人が下期に入っ

て急に 8 時間になった場合は、その人については 40 時間の時間単位年休になるという理解

でよろしいでしょうか。 

【奥山】  そういう理解です。 

【C】  わかりました。ありがとうございます。 

 

３．限度基準告示の努力義務での割増賃金率と労使協定に定める事項 

【D】  限度基準告示の努力義務についてです、25％を超えるところは努力義務となって

いますが、これは「25％を超える率」となっていますけれど、労使協定で書きこむのは率

なのですが、額ではまずいですか。 

【奥山】  書いていただくのは、率を書いていただくということになります。 

【D】  率でなければだめですか。額にして、例えば 0.1％なのか 1％なのかわからない

ですけれど、プラス 100 円とか、プラス 200 円というような形だとだめですか。 

【奥山】  それは単価 100 円ということですか。 

【D】  単価というか、25％が例えば 1,000 円だとしたときに、それに 100 円のせます

と。1,200 円の人にも 100 円のせますというような形になると、25％を超えることになる

と思うのですが、それは額ではだめかどうか。 

【奥山】  それは率でも示せるのではないのかと思うのですけれども。あくまでも改正法

では率を書くということになっていますので、率で書いていただくということです。おそら

く 100 円というのも、換算すれば何％か出てくるのではないかと思うのです。 

【D】  パーセンテージにすると、大体基本給がベースになりますから、お金に換算する

と、基本給が上がるのと同時にそのパーセンテージで金額も上がっていってしまうわけです

ね。会社側としては、やっぱりそれは額にしておきたいという思いが働くと思うのですけれ

ど、それは率で書かなければいけないのでしょうか。 

【奥山】  そうです、率ですね。 

【D】  ありがとうございました。 

 

４．60 時間超の割増賃金及び代替休暇の計算方法について 

【E】  賃金の計算で、先ほどからありましたように、法定ですとだいたい 1 ヶ月 171.4
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時間とかになると思いますが、普通の会社ですとお盆休みとかがありますので、年間ですと

平均で 160 とか少ないところがあると思うんです。60 時間オーバーというのは、あくまで

も法定を超えた場合でしょうか。 

【奥山】  あくまで今回の改正は、法定を何時間超えるかというところからかかってくる

義務なので、法定で 60 時間を超えたところからが 5 割増ということになってきます。 

【E】  わかりました。そうしますと、普通の時間外と、あと土曜日などは時間外と休日

手当を払っているところが多いと思うのですけれども、ある日の何時間目から急にここで

60 時間をオーバーするとなると、25％時間外払っている時間帯が何時間分とか、それから

休日分の例えばそれより多く 35％とか払っているところは何時間分とか、そういうのを全

部通算して、それで法定から引いた分を、代替休暇を計算するときには、30％分が何時間

分と、35％分が何時間分とか、全部積み上げてそれを計算して、代替休暇を出すというこ

とですか 

【奥山】  そうですね、確かに法定の出し方というのは結構、いろいろ間に休暇を挟んだ

りして難しいのですけれども、改正法では、ある日の途中からもう 60 時間を超えたら、そ

こから先は 5 割でというような考えで、この考え方だと法定を幾ら超えたかというような

考え方となっております。 

 

５．代替休暇の導入について 

【F】  代替休暇は、あくまでも会社で導入するかどうかというのを決められるものであ

って、会社として導入しないということであれば、社員が当然、代替休暇にしてほしいとい

うことを言っても、対応しなくてもいいということでよろしいのでしょうか。 

【奥山】  代替休暇制度は、あくまで労使協定で導入することですので、どちらか一方が

そういう考えでいるのであれば、導入しないということも可能です。それによって、労使協

定がないのであれば、もちろんそういう制度はないんだということで拒否しても構わないと

いうことになります。 

 

６．法定休日と所定休日を就業規則に定めていない場合について 

【G】  法定休日と所定休日を仮に就業規則等で明確にしていない場合の 60 時間超の割

増賃金の計算はどうなりますでしょうか。 

【奥山】  法定休日と所定休日を定めていない場合ですけれども、あくまでも法定は週 1

日または 4 週 4 日で、2 日あればどちらかが法定で、どちらかが所定ということになります。 
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改正労働基準法につ
いて

1

平成２１年８月２７日
厚生労働省労働基準局監督課法規係長

奥 山 晃 正

本日お話する内容

１ 改正の背景１ 改正の背景

２ 現行法制の概要

３ 改正法の概要

2
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１ 改正の背景

3

労働者一人平均年間総実労働時間の推移
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(資料出所) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
(注) １ 事業所規模３０人以上。

２ 数値は、各月間平均値を１２倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。
３ 所定外労働時間は、総実労働時間から所定内労働時間を引いて求めた。

昭和 平成
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週60時間以上就業する雇用者数および割合の推移

週60時間以上働く労働者の割合は１０％以上で推移している。
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週３５時間未満の者

週60時間以上働く30歳代男性（子育て世代）の割合

子育て世代の男性の約5分の１が週60時間以上の長時間労働を行っている。
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労働時間法制の概要

・ 使用者は、１週間に、４０時間を超えて労働させてはならない。
・ 使用者は、１日に、８時間を超えて労働させてはならない。

法定労働時間（法第３２条）

法定休日（法第３５条）

・ 使用者は、毎週少なくとも１回（又は４週間に４日以上）の休日を与えなければならない。

・ 使用者は、過半数組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出
た場合は、時間外又は休日に労働させることができる。

・ 厚生労働大臣は、時間外労働の限度について、基準（※次のスライド参照）を定めること
ができる。
・ 労使協定の内容は、限度基準告示に適合したものとなるようにしなければならない。
・ 労働基準監督署は、限度基準告示に関し、必要な助言及び指導を行うことができる。

時間外及び休日労働（法第３６条）

労働基準監督署は、限度基準告示に関し、必要な助言及び指導を行うことができる。

・ 使用者は、時間外又は深夜（午後１０時から午前５時まで）に労働させた場合は、通常の賃
金の２割５分以上の割増賃金を支払わなければならない。

・ 使用者は、休日に労働させた場合は、通常の賃金の３割５分以上の割増賃金を支払わなけ
ればならない。

時間外、休日及び深夜の割増賃金（法第３７条）

9

限度基準告示について（その１）
限度基準告示

時間外労働協定（いわゆる「36協定」）を締結し、労働基準監督署へ届け出れば時間外労働が可能

しかし、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべき

時間外労働協定が適正に協定されることを促進し、恒常的な長時間労働の削減を図ることを目的と
して時間外労働協定で定める一日を超える「一定期間」について延長できる労働時間の限度（限度
時間）について定めた限度基準告示が定められている。

一定期間 限度時間

1週間 15時間

○ 労使は協定の内容を基準に適合させる責務
○ 労働基準監督署長は基準に関し労使に対して必要な助言・指導を行う。

「一定期間」につい

10

2週間 27時間

4週間 43時間

1ヶ月 45時間

2ヶ月 81時間

3ヶ月 120時間

1年間 360時間

ての延長時間を定
めるに当たって
は、①一日を超え
3ヶ月以内の期間

及び②一年間とす
ること
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限度基準告示について（その２）

特別条項付き時間外労働協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」（臨時的なものに限
る※）が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とするこ
が 能とが可能

※ 臨時的なもの：一時的又は突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として
1年の半分を超えないことが見込まれるもの。

一定期間 限度時間

1週間 14時間

○ 対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合の限度時間

11

2週間 25時間

4週間 40時間

1ヶ月 42時間

2ヶ月 75時間

3ヶ月 110時間

1年間 320時間

３ 改正法の概要

12
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労働基準法の一部を改正する法律（平成20年法律第89号）の概要

（１） 時間外労働の削減

限度時間を超える時間外労働の労使による削減

特別条項付きの時間外労働協定で 限度基準告示上の限度時間（注）を超える時間外労働に

法定割増賃金率の引き上げ

代替休暇制度の創設

※ 中小企業は、当分の間、適用猶予

※ 中小企業は、当分の間、適用猶予

1ヶ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を５０％以上に引き上げ（現行２５％）

労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分（注）の割増賃金の支払いに代え
て 有給の休暇を付与することが可能に

特別条項付きの時間外労働協定で、限度基準告示上の限度時間（注）を超える時間外労働に
対する割増賃金率を法定（２５％）を超える率を定める努力義務
（注） 例えば、1ヶ月45時間、1年間360時間など

平成２２年４月１日施行期日

（２） 年次有給休暇の有効活用

13

て、有給の休暇を付与することが可能に
(注） 例えば、５０％－２５％＝２５％ （簡便化のために引き上げ前の割賃率を一律２５％とした場合の例）

時間単位年休制度の創設 労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇
を時間単位で取得することが可能に

限度時間を超える時間外労働の労使による削減

労使の努力によって限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を引き上げる
こと等により、限度時間を超える時間外労働を抑制することとしたもの

改正内容

○ 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外
労働をできる限り短くするように努めなければならないものとすること

○ 特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければなら
ないものとすること

○ この限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、法定割増賃金率
（２５％）を超える率とするように努めなければならないものとすること

留意事項

14

○ ①１日を超え3ヶ月以内の期間、②1年間の双方について特別条項付き協定を締結する場合に
は、それぞれについて限度時間を超える割増賃金率を定めなければならない。

○ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は就業規則に記載する必要あり（法第89条第
2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」）。

○ 改正内容は、平成22年4月1日以後に特別条項付き協定を締結する場合及び同日前に締結さ
れた協定を同日以後に更新する場合に適用。
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法定割増賃金率の引き上げ

割増賃金による使用者の経済的負担を加重することによって特に長い時間外労働
を強力に抑制することを目的としたもの

改正内容

○ 1ヶ月60時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率を現行の「２５％以上の率」から「５０％
以上の率」へ引き上げ

○ 中小企業については、当分の間、適用猶予（次のスライド参照）

※ 施行から3年経過後に改正法の施行状況や時間外労働の動向等を勘案し、検討の上、必要な
措置を講ずることとされている。

留意事項

15

○ 「1ヶ月」とは暦による1ヶ月をいい、その起算日は就業規則に記載する必要あり（法第89条第2
号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」）。

○ 1ヶ月の起算日は、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算
日とすることなどが考えられる。

○ 50％以上の率で計算した割増賃金の支払義務が発生するのは、1ヶ月の起算日から時間外労
働を累計して60時間に達した後。

適用猶予される中小企業

業種ごとに ①資本金の額または出資の総額
または

②常時使用する労働者の数 で判断

中小企業基本法における中小企業の定義と同様

業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する労働者の数

小売業 ５，０００万円以下 または ５０人以下

サービス業 ５，０００万円以下 または １００人以下

卸売業 １億円以下 または １００人以下

その他 ３億円以下 または ３００人以下

②常時使用する労働者の数 で判断。
（事業場ではなく、企業単位で判断）

その他 ３億円以下 または ３００人以下

※ 業種は日本標準産業分類に基づく分類

16

留意事項

○ 複数の業種に該当する事業活動を行っている場合は、主要な事業活動により判断。

○ 「常時使用する労働者の数」は、通常の状況により判断。また、労働契約関係の有無により判断。
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法定割増賃金率の引き上げ（休日労働・深夜労働との
関係）

休日労働

○ 法定休日（法第35条の週一回又は4週4日の休日）以外の所定休日における労働は、それが法○ 法定休日（法第35条の週 回又は4週4日の休日）以外の所定休日における労働は、それが法
定労働時間を上回る場合は、時間外労働として「月60時間」の算定の対象とすること

（注） 土曜日における労働は、35%の割増賃金としていても「月60時間」の算定対象と
なることがある。

○ 「法定休日」と「所定休日」の別については、労働条件の明確化及び割増賃金の計算を簡便にす
る観点から明らかにしておくことが望ましい。

！ 「時間外労働」と「休日労働」は別であることに留意。

17

深夜労働

○ 深夜労働のうち、月60時間を超える時間外労働であるものについては、７５％以上の割増賃金
率が適用。 （２５％＋５０％＝７５％）

※ 中小企業は５０％以上の率（２５％＋２５％）のまま

代替休暇
特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、月60時間

を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、今回の改正による引
き上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与えることができることとしたもの

１．５
（５０％の割増賃金）

支払われる賃金

１ ２５

１．30
（３０％の割増賃金）

努力義務によ
る引き上げ分

今回の改正による法定割
増賃金率の引き上げ分
（50%－30％）

月60時間を超える20時間分の
割増賃金の引き上げ分（20%）

の支払いに代えて、有給の休暇
の付与も可能

18
１か月の
時間外労働

通常の賃金

０時間 60時間

１．２５
（２５％の割増賃金）

80時間

時間外労働なし

45時間

20時間×20%＝4時間分
の有給休暇を付与

※ 実際に取得した場合はこの
赤い部分の賃金のみ免除
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代替休暇に係る労使協定で定める事項

労使協定で定める事項

① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
② 代替休暇の単位

① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

② 代替休暇の単位
③ 代替休暇を与えることができる期間
④ 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

○ 以下の算定方法にしたがって具体的に定めること

代替休暇として与える
ことができる時間の時

１ヶ月の時間外
60時間 × 換算率

19

ことができる時間の時
間数

＝ 労働時間数 － 60時間 × 換算率

換算率 ＝
労働者が代替休暇を取得しな
かった場合に支払うこととされて
いる割増賃金率（eg. ５０％）

－
労働者が代替休暇を取得した
場合に支払うこととされている
割増賃金率（eg. ３０％）

○ 上記の割増賃金率は就業規則にも記載する必要あり（法第89条第2号の「賃金の決定、計算及
び支払の方法」）。

代替休暇に係る労使協定で定める事項（続き）

② 代替休暇の単位

○ 「一日」又は「半日」とすること

※ 「半日」は 必ずしも厳密に一日の所定労働時間の半分とする必要はないが 労使協定で※ 「半日」は、必ずしも厳密に 日の所定労働時間の半分とする必要はないが、労使協定で
当該事業場における「半日」の定義を定めておくこと

○ 「一日」又は「半日」は、代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わ
せても可（労使協定で定めること）

※ 新たに創設される任意の休暇を想定。ただし、既存の休暇や、労働者が請求した場合に
時間単位年休を活用することも差し支えないこと

※ この他の休暇を組み合わせた場合でも、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払
に代えることができるのは、代替休暇の部分に限られること

20

③ 代替休暇を与えることができる期間

○ 時間外労働が月60時間を超えた当該月の末日の翌日から2ヶ月以内で協定

※ 「2ヶ月以内」とした場合は、「前々月の時間外労働に対応する代替休暇」と「前月の時間外
労働に対応する代替休暇」と合わせて一日又は半日とすることも可能

特に長い時間外労働が行われた月から近接した期間に与えることにより労働者の休息
の機会とするため
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代替休暇に係る労使協定で定める事項（続き）
④ 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

○ 労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法

賃金の支払額を早期に確定させる観点から労使協定で定めるべき事項として通達で定めたもの

○ １ヶ月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日

・ 月60時間を超えて時間外労働をさせた当該1ヶ月の末日からできる限り短い期間内で、代
替休暇取得の意向を労働者に確認するものとすること

※ 代替休暇が実際与えられる日は、法律上、労働者の意向を踏まえたものとなる

労働者に代替休暇取得の意向がある場合

・ 割増賃金のうち法定引き上げ分以外のもの（前の例では45時間超の部分を30％で計算）を当該
割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払日に支払うものとすること。

※ 実際は取得できなかったときは、取得できないことが確定した賃金計算期間に係る賃金支

労働者に代替休暇取得の意向がない場合、意向が確認できない場合等

払日に支払う必要がある。

・ 法定引き上げ分を含む割増賃金を当該割増賃金が発生した賃金計算期間に係る賃金支払
日に支払うものとすること。

21

・ 当該引き上げ分を含めた割増賃金が支払われた後に、取得の意向があった場合

① 労働者が代替休暇を取得できないこととすることを協定で定めることも差し支えない
② 逆に取得できることとし、実際に取得したときに精算することを協定で定めることも

代替休暇の取得と割増賃金の支払日（具体的なイメージ）

・賃金締切日が月末
・賃金支払日が翌月１５日
・代替休暇は２か月以内に取得

・代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率５０％
・代替休暇を取得した場合の割増賃金率３０％

とされている事業場の場合

Ａ 【労働者に代替休暇取得の意向がある場合】

意向確認

取得の意向あり

賃金支払日

３０％の割増賃３０％の割増賃
金の支払い金の支払い

４月 ５月 １５日 ６月 ７月

月６０時間を超える
時間外労働

代替休暇の取得

Ｂ 【Ａ以外の場合】
意向確認

取得の意向なし

賃金支払日

５０％の割増賃５０％の割増賃
金の支払い金の支払い

４月 ５月 １５日 ６月 ７月

月６０時間を超える
時間外労働

―　　―51



代替休暇に係るその他の事項

法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いが不要となる時間

○ 月60時間を超える時間外労働のうち労働者が取得した代替休暇に対応する時間の労働

（例） 時間労働月80 時間、代替休暇取得しなかった場合の割増賃金率５０％、取得した

その他の留意事項

○ 協定をしても 個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけることはできないこと

※ 代替休暇を取得した場合でも、引上げ前の率による割増賃金（上記例では30%分）の支払いは
必要となる。

場合３０％とされている事業場 4時間分の代替休暇を取得（20時間×20％）

20時間分（額では20時間分の割増賃金計算基礎額×20%）が不要となる。

23

○ 協定をしても、個々の労働者に対して代替休暇の取得を義務づけることはできないこと

○ 代替休暇に関する事項は就業規則に記載する必要あり（法第89条第1項の「休暇」）

○ 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日は、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含ま
ないこと

○ 協定を締結する過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等の方法による手続
により選出された者であることのいずれにも該当すること

時間外労働に対する割増賃金率の仕組み（まとめ）
［現行］ ［改正後］

月の時間外
労働時間数 ５０％ 中小企業は、

法定割増賃金率特

４５h

６０h

労働時間数
（時間）

２５％
【法律】

２５％
【法律】

２５％を超える率
（努力義務）
【限度基準告示】

【法律】
法定割増賃金率
の引上げ猶予

＝附則に3年後の
検討規定

限度基準告示

努力義務は、 中
小企業も適用

特
別
条
項
付
き
三
六
協
定

４５h

中小企業 中小企業大企業 大企業

２５％
【法律】

２５％
【法律】

限度基準告示
の限度時間

労
使
協
定

（三
六
協
定
）

24
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時間単位年休

年次有給休暇本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次
有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的としたもの

改正内容

○ 現行、年次有給休暇は「日単位」で取得

事業場で労使協定を結ぶことにより、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得することが
可能に

労使協定で定める事項

① 時間単位年休の対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数
③ 時間単位年休 日の時間数

事業場で労使協定を締結すれば、
分割して時間単位で取得可能

５日分以内

・・・

労働者の年次有給休暇の付与日数 １時間×８などに分割

【図】時間単位年休の仕組み

③ 時間単位年休一日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

25

時間単位年休に係る労使協定で定める事項

① 時間単位年休の対象労働者の範囲

○ 事業の正常な運営との調整を勘案しつつ、対象労働者の範囲を定めること

(例） 経理部門の労働者を対象とし、製造ラインの労働者を対象外とすること(例） 経理部門の労働者を対象とし、製造ラインの労働者を対象外とすること

※ 「育児のため」など、利用目的により対象労働者の範囲を定めることはできないことに留意

② 時間単位年休の日数

○ 5日以内の日数を定めること

※ 5日に満たない日数の年次有給休暇が比例付与される労働者については、当該比例付与さ

まとまった日数の休暇を取得するというのが年次有給休暇の本来の趣旨

れる日数の範囲内で定めることとなること

※ 時間単位年休が取得されずに次年度に繰り越される場合であっても、当該次年度の時間
単位年休の日数は、前年度からの繰り越し分も含めて5日の範囲内となること

26

次のスライドのイメージ図参照
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時間単位年休の繰り越しのイメージ

繰り越し分

所定労働時間が8時間
時間単位年休5日分 の場合

13１年目に、

24時間分の
時間単位年
休取得

繰り越し分を含めて
も最大5日分まで

10

5

時間単位

11

7

8

日単位

年目 、
・日単位で５日 ・時間単位で２４時間 取得

27

5日分の
年休取得

1年目

0

日単位

2年目

日単位

時間単位年休に係る労使協定で定める事項(続き）

③ 時間単位年休一日の時間数

○ 一日の所定労働時間を下回らない整数の時間数を定めること

所定労働時間に1時間未満の端数がある労働者にとって不利益とならないようにするため

(例） 所定労働時間が7時間30分の労働者の場合、「8時間」とする。

※ 日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における一日平均労働時間数とすること

所定労働時間に1時間未満の端数がある労働者にとって不利益とならないようにするため

※ 労働者によって所定労働時間が異なる場合は、当該労働者が特定される限りにおいて所定
労働時間ごとにグループ化することも可

(例） 「6時間」 ：所定労働時間が 5時間40分又は6時間の労働者
「7時間」 ：所定労働時間が 6時間30分又は7時間の労働者
「8時間」 ：所定労働時間が 7時間30分又は8時間の労働者

④ 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

○ 「2時間単位」や「3時間単位」とする場合はその時間数を定めること

※ ただし、一日の所定労働時間数に満たないものとする必要あり

28

8時間」 ：所定労働時間が 7時間30分又は8時間の労働者
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時季変更権や計画的付与との関係

時季変更権との関係

○ 時間単位年休も使用者の時季変更権の対象になり、「事業の正常な運営を妨げる場合」は別の
時季への変更が認められる。

※ 以下のものは時季変更に当たらず、認められない。

※ 「事業の正常な運営を妨げる」か否かは労働者からの具体的な請求について、個別的、具体的
に客観的に判断されるべきものであり、以下のものは認められない。

① 労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更すること
② 労働者が日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更すること

① 労使協定において時間単位年休を取得できない時間帯を定めておくこと
② 所定労働時間の中途に取得することを制限すること（いわゆる「中抜け」の禁止）
③ 1日において取得できる時間数や回数を制限すること

29

計画的付与との関係

○ 計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。

③ 1日において取得できる時間数や回数を制限すること

時間単位年休に係るその他の事項

一般的留意事項

○ 労使協定が締結されていても、時間単位によるか日単位によるかは労働者の選択によること。

時間単位による取得を義務づけることはできない時間単位による取得を義務づけることはできない。

○ 時間単位年休に関する事項は就業規則に記載する必要あり（法第89条第1項の「休暇」）

○ 協定を締結する過半数代表者は、①管理監督者でないこと、②投票、挙手等の方法による手続
により選出された者であることのいずれにも該当すること（①の該当がないときは②のみ）

○ 時間単位年休を取得した時間に支払う額は、以下のいずれかとすること。

① （平均賃金÷その日の所定労働時間数）×取得時間数
② （所定労働時間労働した場合の通常の賃金額÷その日の所定労働時間数）×取得時間数
③ （標準報酬日額÷その日の所定労働時間数）×取得時間数

30

その他

○ 一日の年次有給休暇を取得する場合は、原則として時間単位ではなく日単位とすること。

③ （標準報酬 額 そ 所定労働時間数） 取得時間数

○ 半日単位年休の取扱いはこれまでと変更がないこと。
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※厚生労働省より2009年10月5日に発表された「労働基準法が改正されます（平成２２年４月１日施行）」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.htmlより抜粋して掲載。 
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Ⅵ．ビジネス･レーバー･トレンド研究会報告書・既刊シリーズ一覧 

 

「労働紛争解決法制の新たな展開の中での企業内紛争解決システムの役割」 

報告者：山川隆一・慶応義塾大学法科大学院教授             （2004 年 7月 13日報告） 

 

「パートタイマーの組織化と意見反映システム――同質化戦略と異質化戦略」 

報告者：呉 学殊・労働政策研究・研修機構研究員             （2004 年 7月 27 日報告） 

 

「改正特許法は職務発明の実務をどう変えるのか――手続き規制の新たな展開」 

報告者：土田道夫・同志社大学法学部教授                （2004 年 9月 30日報告） 

 

「均等待遇の国際比較とパート活用の鍵――ヨーロッパ、アメリカ、そして日本」 

報告者：水町勇一郎・東京大学社会科学研究所助教授           （2004 年 10 月 13日報告） 

 

「65 歳継続雇用時代にどう備えるか？――改正高齢法で求められる労使の新たなルールづくり」 

報告者：岩村正彦・東京大学法学部教授 

藤村博之・法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 

（2005 年 1月 25 日報告） 

 

「メンタルヘルスで求められる使用者の健康配慮義務とは？ 

――適正労働配置義務と採用後精神障害者の職場復帰」 

報告者：水島郁子・大阪大学大学院法学研究科助教授            （2005 年 2月 7日報告） 

 

「育児・介護休業法改正と両立支援の課題 

――育児・介護休業の対象労働者の拡大と次世代法の本格実施を受けて」 

報告者：佐藤博樹・東京大学社会科学研究所教授              （2005 年 2月 15 日報告） 

 

「『成果主義』成功のポイント──人事データによる成果主義の検証から」 

 報告者：阿部正浩・獨協大学経済学部助教授                （2005 年 7月 20 日報告） 

 

「働く過剰――希望学の視点から若者の人材育成を語る」 

 報告者：玄田有史・東京大学社会科学研究所助教授             （2005 年 10 月 3日報告） 

 

「事業再生における労働組合の役割とは？――再生企業における労使の取り組み事例を中心に」 

 報告者：藤本真・労働政策研究・研修機構研究員             （2005 年 10月 28 日報告） 
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「ホワイトカラー・エグゼンプションについて考える――米国の労働時間法制の理念と現実」 

  報告者：島田陽一・早稲田大学法学学術院教授            （2005 年 11 月 25日報告） 

 

「企業の技能継承問題と若年を活かす職場のあり方──2007 年問題における企業のバラエティー論から」 

  報告者：太田聰一・慶応義塾大学経済学部教授             （2006 年 7月 6日報告） 

 

「改正均等法をめぐる法的留意点――企業や職場は具体的にどのように対処すればよいか」 

  報告者：奥山明良・成城大学法学部教授                （2006 年８月 29日報告） 

 

「ワーク・ライフ・バランスの実践とその効果――人材戦略としての意義とその活用を考える」 

  報告者：武石恵美子・法政大学キャリアデザイン学部助教授       （2006 年 12月 13 日報告） 

 

「改正パートタイム労働法をめぐる法的留意点――企業や職場は具体的にどう対処すればよいか」 

  報告者：富田 望・厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課調査官 

        （2007 年 7月 11 日報告） 

 

「コールセンターの雇用と人材育成に係わる実態と課題」 

  報告者：仁田道夫・東京大学社会科学研究所教授             （2007 年 7月 24 日報告） 

 

「平成 19年度労働経済の分析」 

  報告者：石水喜夫・厚生労働省労働経済調査官              （2007 年 9月 4日報告） 

 

「労働契約法の意義と法的留意点」 

 報告者：野川 忍・東京学芸大学教授                  （2008 年 3月 5日報告） 

 

「ホワイトカラーの労働時間管理のあり方――名目的管理監督者問題をきっかけに」 

  報告者：大内伸哉・神戸大学教授                    （2008 年 5月 30 日報告） 

 

「グローバル経済下における高度外国人材の有効な雇用管理とは？――高度外国人材の採用と雇用の現状

と課題――」 

  報告書：白木三秀・早稲田大学政治経済学術院教授  留学センター長 

（2009 年 9月 26 日報告） 
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「平成 20 年労基法改正と法的留意点――月 60 時間超時間外労働部分の割増賃金率 50％以上引上げ義務化

等」 

 報告者：富田望・厚生労働省労働基準局監督課調査官          （2009 年 2月 26日報告） 
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